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第１章 広島県におけるこれまでの中山間地域対策 

 

第１節 広島県の自然的条件 

 

（１）地勢 

広島県は、中国・四国地方のほぼ中央部に位置し、東西に走る中国山地の南斜面を占め

る。北部は中国山地の脊梁部※を隔てて島根県・鳥取県に、東部は吉備高原に沿って岡山

県に、西部は安芸西部山地を境に山口県に隣接し、南部は瀬戸内海に面し、芸予諸島等、

大小138もの島々を挟んで、四国の愛媛県・香川県と相対している。 

また、①中国山地の脊梁山地面、②吉備高原面、③世羅台地面、④瀬戸内面の四段の隆

起準平原※が見られ、各面の境界付近は、勾配が急変し、渓谷や滝を含む断層谷が発達し

ている。これらの地形は、瀬戸内海沿岸部に近接するため、平野の発達が弱く、太田川、

芦田川、江の川などの河川沿いに分布する谷底平野と、河川の河口に分布する小さな三角

州として見られるのみである。大別すると沿岸部・山地部・島嶼部に分類される。 

 

（２）気候 

広島県は、北部では中国山地が東西に連なり、南部は瀬戸内海に面しているため、気候

は概ね温暖と言えるが、気温・降水量とも南部と北部では、かなりの差異があるなど、自

然条件が極めて多彩である。 
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第２節 過疎問題の発生 

 

（１）全国の状況 

昭和30年代以降の日本経済の高度成長は、農山漁村を中心とする地方の人口を急激に

都市、特に大都市に吸引する結果をもたらした。 

こうした農山漁村地域における急激な人口減少は昭和35(1960)年前後から始まってい

たが、昭和40年国勢調査が公表されるに及んで、大きな社会問題としてクローズアップ

されることになった。 

 

（２）広島県の状況 

過疎問題が大きな社会問題としてクローズアップされることとなった昭和30年代、沿

岸部は自然的・経済的条件に恵まれている反面、山地部・島嶼部においては、零細な農林

漁業を主産業としており、生産基盤の劣悪さ、生活環境施設の未整備から沿岸都市へ人口

が流出していた。 

加えて、昭和38（1963）年１月豪雪（いわゆる三八豪雪）により、長期間にわたる交

通の途絶、通信回線の故障により孤立地帯が続出し、人的被害は死者７人、負傷者22人、

住家の被害は全壊64棟、半壊73棟に及ぶ甚大な被害が発生した。 

昭和35(1960)～45(1970)年の人口の状況をみると、広島市を中核とする広域都市圏あ

るいは県東部の備後地区工業整備特別地域※に含まれる福山市とそれらの周辺に集中化の

傾向を示す一方、過疎地域に該当する市町村では、昭和 35(1960)～40(1965)年の間で

15.1％、昭和40(1965)～45(1970)年の間で11.7％の高率で減少が進んだ。 

また、この間(昭和35(1960)～45(1970)年)、1集落（小字程度）で20％以上の挙家離

村※があった集落は215集落（昭和45(1970)年４月現在の過疎地域に指定された市町村に

おける数値）で、西中国山地及び県北東部の県境地帯に多発した。 

なお、昭和44(1969)年度指定の山村振興地域（加計町、戸河内町、甲田町、向原町、

大和町、甲山町、三和町（神石）、君田村及び口和町の９地域）の農林家１戸当たりの所

得をみると、９地域の平均所得は833千円で、県平均の農林家所得1,234千円よりかなり

低いものとなっていた。 
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第３節 広島県における過疎対策の実施状況と課題認識 

 

（１）過疎対策の実施状況 

広島県では、離島振興事業・山村振興事業、その他各種対策事業を積極的に実施してき

たところであったが、過疎現象が顕著となったことから、昭和43(1968)年度に過疎対策

の在り方について調査を行った。 

それらの調査結果を踏まえ、昭和35(1960)～40(1965)年で人口減少10％以上の市町 

村地域における農林業の生産基盤施設、道路事業の県費補助の嵩上げや、市町村振興基金※  

の設定（基金総額10億円）など、取り急ぎ実施可能なものから施策の実施に取り組んで

きた。 

 

（２）過疎問題に関する広島県の課題認識 

こうした状況の中、広島県（企画部）が昭和45(1970)年１月に取りまとめた「過疎問

題および広域行政問題について」において、集落対策に関し次のように記述している。 

過疎対策実施上の問題点として数多くのものが考えられるが、過疎対策の基調となる主な点

について列挙すれば次のとおりである。 

① 過疎現象をいかに認識し、山村社会の在るべき姿を日本社会の構図としてどう描く

か。このことについて、行政庁と地域住民がどう考えいかにして思想統一を図るか。 

② 過疎現象の原因と実態が複雑多岐にわたるため、施策の導入を一律的に決めるべきで

はなく、その地域の特性に応じた対策が総合的に実施されなければならない。しかしな

がらこの場合ある程度の振興パターンを定め対策を行う必要があるが、このための地域

の類型化をどうするか。 

③ 過疎地域の住民意識は後退しているが、これをいかにして回復させるか。このこと

は、対策以前の問題であると同時に施策を実効あるものとするために極めて重要な事項

である。 

④ 集落再編成が集落対策として重要なポイントとなるが、そこに住むことを前提として

の住民の行政需要に対して、集落移転を行なおうとする行政庁の対応の仕方であり、 

本来矛盾を持った行政施策であるため、集落再編成について住民の意向が確実に把握さ

れていなければならないし、またその意向をどう誘導していくかが重要な問題となる。 

 
資料：平成３年版 過疎対策の現況（総務省 地域力創造グループ過疎対策室） 

広島県強靭化地域計画（令和３年３月改訂） 

広島県過疎地域振興方針（昭和46年７月） 

「過疎問題および広域行政問題について」（昭和45年１月 広島県企画部） 
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第４節 過疎法※制定(昭和45(1970)年)以降の集落対策の取組 

 

（１）広島県の市町村数の変遷 

昭和45（1970）年以降の広島県の市町村数は、図表1-1のとおりである。 

 

【資料編】 図表1-1 広島県の市町村数の変遷 

年 

（４月現在） 

市町村数 
備 考 

市 町 村 計 

昭和45(1970)年 11 88 8 107 過疎地域対策緊急措置法※制定 

昭和50(1975)年 12 69 6 87  

昭和55(1980)年 12 69 6 87 過疎地域振興特別措置法※制定 

昭和60(1985)年 12 68 6 86  

平成２(1990)年 13 67 6 86 過疎地域活性化特別措置法※制定 

平成７(1995)年 13 67 6 86  

平成12(2000)年 13 67 6 86 過疎地域自立促進特別措置法※制定 

平成17(2005)年 15 13 0 28 （平成の大合併※） 

平成22(2010)年 14 9 0 23  

平成27(2015)年 14 9 0 23  

令和２(2020)年 14 9 0 23 過疎地域の持続的発展の支援に関す

る特別措置法※制定（令和３年） 令和５(2023)年 14 9 0 23 

資料：広島県地域政策局市町行財政課資料、総務省「令和３年度版過疎対策の現況」 

 

（２）いわゆる過疎法に基づく集落対策 

昭和45(1970)年の過疎地域対策緊急措置法の制定以降、累次のいわゆる過疎法には、

市町村が事業主体となって進める集落対策について規定され、県の定める方針に反映され

ている。 

同法及び昭和55(1980)年に制定された過疎地域振興特別措置法の20年間は、集落の移

転及び移転後の跡地利用対策が方針に掲げられ、移転を念頭に置いた対策が中心となって

いる。 

その後、平成２(1990)年に制定された過疎地域活性化特別措置法及び平成12(2000)年

に制定された過疎地域自立促進特別措置法の約30年間は、地域の特性を生かした自主

的・主体的な取組による集落の基盤整備や、集落機能の維持・強化のための定住促進対策

の実施などが中心となっている。 

 

（３）集落・生活拠点整備モデル事業の推進 

広島県では、平成９(1997)年に、中山間地域活性化対策基本方針を策定し、集落・生

活拠点整備モデル事業に取り組んでいる。 

県内９地区(26町村(平成の大合併前)：すべてが全域過疎)において、生活機能の確保

や都市農村交流、高度情報化※など通じて、在宅高齢者に対する保健・医療・福祉の総合

サービスの提供、行政区の再編によるコミュニティ育成、関係機関の情報を統合した住民

向け生涯学習環境の構築など、地域の自立に向けた新たなシステム形成が進められた。 
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これらの成果は、中心集落の機能強化や、地域コミュニティの活動促進などの事業に引

き継がれた。 

 

（４）平成の大合併※の推進時における新しい住民自治組織※の育成 

広島県では、平成11（1999）年７月の地方分権一括法※の成立を契機として、個性豊か

で活力に満ちた地域社会の実現を図ることを目的とし、同年12月、市町村合併の推進及

び市町村への権限移譲、人材育成などを内容とする「広島県市町村分権システム推進計画」

を策定した。 

平成13（2001）年５月には、知事を本部長とする「広島県市町村合併推進本部」を設

置、同年11月には、「市町村合併に係る県の支援プラン」を策定している。 

この支援プランには、新たな住民自治組織の育成が掲げられ、旧来の小集落を広域的な

地域単位にまとめ、市町村と連携・協働する機能を持つ新しい住民自治組織を育成するな

ど、住民の主体的な地域づくりを支援する取組が進められた。 

また、合併後に行う旧市町村単位の地域振興（コミュニティの維持・育成）のために実

施する事業に対する支援も進められた。 

その結果、県内23市町中、14市町（うち全域過疎市町は８）において、住民自治組織

の再編が行われ、20市町（うち全域過疎市町は９）において市町から住民自治組織への

補助制度が整備された。 
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第２章 近年の集落実態調査から得られた知見 

 

第１節 集落実態調査の概要 

広島県では、第Ⅱ期広島県中山間地域振興計画に示された検討課題を踏まえ、令和２

(2020)年度から令和５(2023)年度にかけて、「集落実態調査」を実施し、より具体的な

中山間地域集落の生活実態等を把握した。 

 

【資料編】 図表2-1 集落実態調査の概要 

調査名 

〔調査年度〕 

調査対象 

〔調査対象数〕 

 

調査内容 

 

調査方法 

集落基本情報調査 

〔令和２(2020)年度〕 

中山間地域の 

全集落 
(3,372集落) 

人口、世帯数、 

高齢化率※及び生活

インフラ※等 

データ整理 

将来推計 

生活実態調査 

〔令和２(2020)年度〕 

上記 か ら抽 出し

た 600集落で暮ら

す個人(6,125人) 

地域での困りごと

や、移動手段、日

用品の確保方法等 

書面アンケート 
 
回答者3,662人 

回答率59.8％ 

生活実態調査 

〔令和３(2021)年度〕 

住民自治組織※ 
(100組織) 

県内中山間地域

の旧市町村より

各１組織以上を

選定 

住民自治組織によ

る地域活動の現状

と課題、高齢独居

世帯への支援の状

況等 

役員、集落支援員
※等から現地等で

聞き取り 

 

地区・集落調査 

〔令和５(2023)年度〕 
令和３ (2021)年度ま

での調査から導きだ

された検討課題を検

証するため実施 

協力２町の全住

民 自 治 組 織 (91

組織)  
 
安芸太田町（61） 

神石高原町（30） 

住民生活実態、住

民自治組織運営実

態、将来展望等 

住 民 自 治 組 織 役

員、地域住民等か

ら現地で聞き取り 

（注）１．集落基本情報調査は、平成22（2010）年時点の集落数を起点に分析。 

２．集落基本情報調査〔令和２(2020)年度〕の中山間地域の全集落(3,372集落)は、令和３(2021)

年、令和４(2022)年の過疎地域の見直しに対応し、令和３(2021)・４(2022)年度に対象集落を拡

大した令和元（2019）年時点の中山間地域の農業集落※数。 

３．集落調査〔令和５ (2023)年度〕でのヒアリング調査では、安芸太田町の１住民自治組織との調

整がつかず、実際に調査を実施したのは安芸太田町60組織、計90組織である。 

 

これら調査から得られた集落実態の知見を次節に取りまとめる。 
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第２節 これまでの集落実態調査で得られた知見 

 

（１） 無住化が懸念される集落の拡大 

令和２（2020）年度に中山間地域を対象として実施した将来集計では、人口の転出傾

向が続き、少子・高齢化による自然減が進むことで、無住化が懸念される集落の拡大が県

内全域で予想される。 

 

【資料編】 図表2-2 ９世帯以下の集落マップ 

（令和元(2019)年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(令和32(2050)年) （推計） 

 

 

 

 

令和 32（2050）年の集落世帯数推計値は、「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査」等（総務省、国土
交通省（平成 22（2010）年、平成 27（2015）年、令和元（2019）年））で把握されたデータを基に、コーホート変化
率法により集落人口を推計し、将来の１世帯当たり人員を用いて、集落人口から世帯数を推計（集落の範囲は、令和４
（2022）年４月１日時点の中山間地域で、農林水産省農林業センサスに用いられる農業集落※） 
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（２） 移動における自家用車への依存した生活（生活圏の拡大） 

個人の生活は、自家用車による移動を基本としつつ、周辺市町を含めた機能集積のある

地域を生活圏として利用することで日々の暮らしを成立させている。そのため、品揃えや

価格・利便性から足元の地域（旧町村）の小売店・ガソリンスタン等の利用が低下し、後

継者不足もあり、廃業する施設が増え、身近な生活機能が消失している。 

自家用車の運転は、生活上の必要性から、心身が健康であれば80～90歳代でも継続さ

れているが、自動車運転免許証の更新の条件が厳しくなっている状況もあり、自家用車の

運転ができなくなった場合の地区・集落での生活の継続への不安が大きくなっている。 

 

【各調査結果から得られた具体的な知見】  

○移動手段はほとんどが自家用車であり、運転のできない一部の人が地域公共交通を

利用している。 

○身体が動くうちは運転しなければ生活出来ないという実態がある。なかには90歳

代後半まで運転している人もいる。 

○運転できなくなると施設に入るケースが多い。 

○最近は家族から自動車運転免許証の返納するよう言われる人も多く、免許の更新が

難しくなっている。 

 

（３） 地域差が見られる新たな担い手の確保や地域活動の負担感の増大による影響 

人口減、少子・高齢化により、地域活動の負担度が高まるとともに、地域の将来に対す

る不安を感じている。 

すべての活動で担い手不足が顕在化しており、担い手の確保が最重要課題となっている。 

【各調査結果から得られた具体的な知見】  

○ほとんどの地区・集落から地域自治組織の役員や各種活動の担い手不足が指摘さ

れており、地区の草刈りや祭りの実施等に支障が出ている。 

〇令和２（2020）年度のアンケート調査では、中山間地域集落住民の 66.8％が

「地域の担い手・人手不足」で困っていると回答している。 

〇担い手不足が起因となり、地域の環境管理に困る人が多い。 

（困っている人の割合【令和２（2020）年度のアンケート調査より】） 

・鳥獣被害の発生：76.9％ 

・耕作放棄地※の増加：61.5％ 

・道路や水路等の維持管理：51.4％ 

〇また、個人資産管理も担い手不足から困る人が多い。 

（困っている人の割合【令和２（2020）年度のアンケート調査より】） 

・自身が所有する農地の管理（耕作、草刈りなど）：51.4％ 

・山林、お墓などの自身が所有する財産の管理：42.8％ 
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（４） 高齢者の生活を支える別居親族等の存在や見守る多様な地域主体の存在 

高齢独居及び高齢夫婦のみ世帯では、近隣に居住する親族（子・兄弟姉妹等）が支援す

ることで生活が成り立っている場合も多い。 

高齢者等、地域で配慮が必要な人については、民生委員※、集落支援員※等の行政関連

の見守り、社会福祉協議会※等の福祉関連分野での見守り、近隣住民による見守り等、住

民自治組織※による高齢者サロン※等の実施を通じた見守りなど様々な取り組みがみられ

る。 

 

【各調査結果から得られた具体的な知見】  

○高齢になり運転が困難になった人は、近隣に居住する親族等が買い物・通院など

をサポートしている。 

○地元に居住している親などの親族が高齢化した場合に、その人の生活をサポートす

るため、頻繁に地域を往来している地元出身者の例が多く、これら他出子を地域活

動に引き込み、草刈りや祭りの担い手となってもらっている地域もあった。 

○親が高齢のため、以前は週１回様子を見に来ていたが、今では週２回程度往来し、

生活を支援している。 

○近隣の数世帯～30世帯程度で構成される常会・区・班などの集落単位があり、そこ

では日常的な交流・見守り、葬式等の手伝いなどの支え合いを行う濃密な人間関係

が形成され、現在でもその関係性が強く残る地域が多い。 

○自治振興会によるいきいき体操やサロン（高齢者が集まってお茶等をする交流

会）などの機会を見守りに使っている。こうしたイベントに参加できない人は別

途見回り等も行っている。 

 

（５） 住民自治組織の体制変化や生活機能の自主的な提供の困難化 

地区・集落の住民自治組織では、活動の担い手の確保に苦慮しており、役員の年齢層が

高く、次世代の役員の確保が難しいとする組織も増えている。特に、定年延長等により、

仕事を続ける人が多くなったことが大きな要因となっている。 

こうした状況下では、住民自治組織による店舗運営や交通サービスなど、生活機能の提

供を自主運営する組織は限定的となっている。 

また、地域内での担い手が確保できない状況下にあっても、出身者への協力要請や移住

者の受入れ等による新たな担い手の確保に対する意識には差がある。こうした外部人材を

積極的に受け入れている地区・集落では活動の担い手確保が進んでいる一方で、外部人材

の受入れに否定的な考え方の地域では、将来的な地域の担い手確保に対し不安を感じてい

る事例がみられた。 
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【各調査結果から得られた具体的な知見】  

〇現在の役員の高齢化によるリタイア、定年延長等により 70歳前後まで働く人

が増えたこと等により、住民自治組織 ※の役員や活動の担い手確保が困難に

なっている。 

〇10年先くらいは大丈夫だが、 20～30年先は地域の担い手がどうなっているか見

通せない状況になっている。  

 

（６） コロナ禍の影響による集落生活の変容 

コロナ禍により、自治会の活動の多くが中止となり、葬式等も家族葬となるなど、コロ

ナ禍前には地域単位で協力して取り組まれていたことが実施されなくなった。 

その結果、住民の一部に「自治会活動がなくても生活できる」との思いも芽生え、地域

自治への参加意欲を減退させるなどの悪影響が生じている。 

また、地域サロン活動などの停止は、高齢者の引きこもり等を生じさせ、健康維持、認

知症予防等の活動に悪影響を及ぼしている。 

加えて、外部との交流も停止したことで、交流事業や活性化事業の停滞、地域外に居住

する親族、知人等関係人口※による地域維持活動の支援の減少なども生じており、地域活

性化・地域環境管理などの活動に支障が生じた。 

 

【各調査結果から得られた具体的な知見】  

〇小学校区単位等で組織されていた住民自治組織がコロナ禍による活動の休止等の

影響により、集落単位など小さな単位に分割される動きがみられた。 

〇家族葬が増え、地域特有の同行（葬式の実施・地域で集まっての講話等を行う檀

家による活動）の解散等が増えている。 
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第３節 地区・集落調査〔令和５(2023)年度〕の結果概要 

 

ここでは、令和２(2020)～３(2021)年度の集落調査から得られた検討課題を検証する

ため実施した令和５（2023）年度の協力２町におけるヒアリング調査結果の概要を改め

て掲載する。 

協力２町の90住民自治組織※へのヒアリング調査で把握した項目別の主な意見は以下の

通り。 

 

１．人口・世帯 

 現状 将来 

安
芸
太
田
町 

・地区・集落の人口は、10人以下から400

人まであり、平均は約120人。 

・地区・集落の世帯数は５世帯以下から約

240世帯まであり、平均は約60世帯。 

・地区の下に設定される班は２～15班で構

成されており、地域によって差がある。 

・なお、一部地域では集落単位で住民自治

組織が構成されている。また、近年、複

数集落で構成されている住民自治組織の

一部が解散し、集落（町内会等）に再編

されたことにより、小規模な地域単位が

存在する。 

・令和 22（ 2040）年の地区・集落の人口

は、無住化が懸念される地区から約 180人

程度まで見込まれ、平均は約50人。 

・令和 22（ 2040）年の地区・集落の世帯数

は、無住化が懸念される地区から約 130世

帯までが見込まれ、平均は約30世帯。 

 

神
石
高
原
町 

・地区・集落の人口は 50 人以下から約

1,020人まであり、平均は約280人。 

・地区・集落の世帯数は約 30世帯から約

410世帯まであり、平均は約100世帯。 

・地区の下に設定される班は２～14班で構

成されている。 

・令和 22（ 2040）年の地区・集落の人口

は、10人以下から約 680人程度までが見込

まれ、平均は約120人。 

・令和 22（ 2040）年の地区・集落の世帯数

は、５世帯以下から約 390世帯までが見込

まれ、平均は約70世帯程度。 
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２．生活機能 

 

（１）移動手段 

 現状 将来 

共
通
事
項 

○多くの地区・集落の住民の移動は自家用

車に依存している。 

○自動車での移動は地区・集落での生活に

欠かせないため、90歳代でも心身が健康

であれば運転を続ける人も多い。 

○一方で、家族等からの勧めで70歳代後半

から運転免許証の返納を行う人もいる。 

○高齢独居世帯等の車の運転ができる人が

いない世帯は、現時点ではあまり多くな

いものの、各班に１～４世帯程度存在す

る。 

○車の運転ができない人は、別居親族等の

サポートやタクシー（町による助成あ

り）等を利用して移動している。 

○近隣住民との乗合をする人もいるが、事

故発生リスク等を考慮し、以前とくらべ

て少なくなっている。 

○高齢化、運転免許証の更新の難易度の高ま

り等から将来的に運転できなくなることへ

の不安が強い。 

○路線バス等の利用状況をみると、近い将

来、路線廃止となるのではないかという懸

念がある。 

特
徴
的
な
事
項 

○高齢者は運転する先を限定する、運転し

やすい道路を選ぶ等の工夫をしながら車

の運転をしている場合がみられた。 

○路線バスの沿線ではバスを利用する人も

いる。 

○路線バスを利用する主体は高校生等であ

る。 

○隣接する市町に買い物や通院で行く場

合、タクシー助成の対象範囲が町内に限

られているため負担感が大きいとの意見

があった。 

○安芸太田町・上田吹自治会・下田吹自治

会は、合同で高齢者の移送支援事業を

行っていたが、運転手の高齢化等もあ

り、２年前にとりやめた。 

○移動手段の将来について、次のように様々

な意見があった。 

・地区・集落でライドシェア※等のサービス

提供を可能にし、住民間の助け合いができ

ればいいのではないか。 

・タクシーは利用者は増えるが、ドライバー

不足もあり維持が困難になるのではない

か。また、依頼してもタクシーが来るまで

に時間がかかるようになるのではないか。 

・スクールバスやデイサービスの車等が地域

内を走っているので、有効活用できる方法

を考えるべきだ。 

・自動運転の普及に期待している。 
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（２）買物等 

 現状 将来 

共
通
事
項 

○安芸太田町では町内や広島市、神石高原

町では福山市、庄原市、府中市、世羅

町、高梁市等のスーパー、ドラッグスト

ア、ホームセンター等が集積する周辺市

町を利用する傾向がみられた。 

○自家用車により、移動時間が片道 20～ 50

分程度まで生活圏が拡がっており、品揃

えや価格・利便性から足元の地域（旧町

村）の小売店等の利用が低下し、後継者

不足もあり、廃業する施設が増え、身近

な店舗が消失する場合がみられる。 

○運転のできない高齢者等は別居親族等に

よる買い物の代行や一緒に買い物に出か

けるなどのサポートが行われている。 

○買い物では生協の利用も多くなってい

る。 

○多くの地域に移動販売車が訪問している

が、地域内の利用者は限定的である。 

○各地域で配食サービスを利用する人も一

部みられる。 

○身近な店舗が無くなれば、非常に困る。

町域を越えた都市部等の店舗を利用せざ

るを得なくなると、高齢者にとっては移

動距離が延び負担が増加する。 

○インターネット通販を利用する機会がさ

らに増える。 

○身近な店舗がなくなったときは、生協や

移動販売の利用で対応することになる。 

特
徴
的
な
事
項 

○安芸太田町・安野自治振興会の地区内で

は、小売店の撤退・廃業後、地区内ガソ

リンスタンドが食料品・日用品等の販売

を始め、地域での買い物先を確保してい

る。 

○安芸太田町・津浪振興会では、地場産品

の販売と飲食店を併設する施設を運営し

ている。 

○神石高原町・神石地区協働支援センター

は、生協と自治振興会をつなぎ、集会所

での生協商品受け渡しサービスを開始し

ている。 

○安芸太田町では、戸河内地区にあるスー

パーが令和６（2024）年１月に閉店する

ことが明らかとなり、食料品の買い物先

の見直し、残存する店舗までの移動手段

やその店舗の継続性への不安等の議論が

生じている。 

○行政等によりスーパー等の誘致・経営支

援等を行ってもらいたいとの声があっ

た。 

○生協の配達区域外等になった場合は大変

になるため、行政と連携した対応の必要

が指摘された。 

 

（３）医療 

 現状 将来 

共
通
事
項 

○町立病院、診療所、町内民間医院等を利

用する人が多い。 

○専門診療科について、周辺の都市部の医

療施設を利用する場合が多い。 

○入院・手術等が必要な場合は町立病院等

で紹介状をもらい、周辺都市部の病院等

を利用している。 

○地域の人が利用している医療施設が全て

なくなることは想定していない人が多

い。 

○町内の一部の民間医院は医師が高齢で、

跡継ぎがおらず存続に不安がある。 

 

特
徴
的
な
事
項 

○地区によってはドクターヘリが着陸でき

る場所を確保している。 

○町立病院は医師の交代が多いことや待ち

時間が長いことに不満を持つ人がいる。 

○公共交通を利用して通院する人では、診

療に係る時間によってはタクシーを利用

せざるを得なくなる人等もおり、利用し

にくいとの意見もあった。 

○町外の民間医療施設では、送迎バスを運

行しており、それを利用している人もい

る。 

○将来的にはオンライン診療も始まると思

うが、サロン等で集会所に来てもらい、

そこでオンラインで診療を受ける方法も

あるのではないかとの意見があった。 
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（４）ガソリンスタンド 

 現状 将来 

共
通
事
項 

○ガソリンスタンドは、町内に複数箇所あ

り、そこを利用する人、値段が安い町外

の施設を利用する人など様々である。 

○身近なガソリンスタンドが無くなると困

るのでできる限り町内の施設を利用して

支えるという考えの人も多い。 

○暖房等の灯油は、配達してもらっている

世帯も多くある。 

○ガソリンスタンドも経営者の高齢化で維持

できなくなるところも出てくる可能性があ

る。 

○身近なガソリンスタンドがなくなると、灯

油の購入はホームセンターに切り替えるこ

とも考えられる。 

特
徴
的
な
事
項 

○神石高原町では令和５（2023）年８月よ

り、町内ガソリンスタンドで給油した人

に対し、 2000円毎に 500円の地域通貨※

を補助する事業を行ったため、町内ガソ

リンスタンドを利用する人が多くなっ

た。 

○電気自動車の購入等を援助してもらえれば

ガソリンスタンドがなくなっても対応でき

そうだとの声があった。 

 

（５）金融機関 

 現状 将来 

共
通
事
項 

○ＪＡ、郵便局等の利用が多い。 

○地銀、ＪＡでは窓口が閉鎖されるなど変

化が生じており、窓口を利用する人に

とっては不便になっている。 

○ただし、ＡＴＭが利用できる状況のた

め、入金や引出しであれば困っていない

という声が多く聞かれた。 

○郵便局が無くなると不便になる。 

○金融機関がなくなっても、コンビニでお金

は引き出せるので、大きな問題にはならな

いとの声もあった。 

特
徴
的
な
事
項 

○高齢者でも電子マネーやネットバンキン

グを利用する人もいる。 

○自営業者にとっては地銀の窓口がないの

は非常に困る。都市部等の窓口のある地

銀まで行くことになる。 

○以前はＪＡの外務員が組合員宅を回って

手続等を行ってくれていたがそれもなく

なった。 

○地銀の窓口が無くなった場合はＪＡや郵便

局に口座を移すとの意見もあった。 

○スーパーや病院等に設置されているＡＴＭ

が無くなる場合、不便となる住民が増加す

る。 

○地域内の各種施設において、キャッシュレ

ス決済※の導入を検討する必要性が増加す

る。 
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３．地域活動 

  

班（集落）活動 

 現状 将来 

共
通
事
項 

○班では、広報誌等の配布物の回覧、道路

の草刈り、美化活動等を行っている。 

○高齢化が進み、役員や各種活動ができる

人が少なくなり、班活動に対する負担感

が高まっている。 

○高齢独居世帯等の配慮が必要な世帯の見

守りは、班や隣近所で近所付き合いとし

て行われている場合が多く、つながりが

強い。 

○班や小組で葬式組が構成されているとこ

ろが多いが、コロナ禍により家族葬等に

移行し、活動が低下している。 

○お宮の管理等を行っている場合もある。 

○地域の草刈りも高齢者の増加や施設入居者

が増えてくると、住民だけでは対応できな

くなる可能性がある。 

○世帯数の減少により、お宮の維持・管理、

修繕等を行うことが困難になりつつある。 

特
徴
的
な
事
項 

○班の高齢化が進み、集落内の草刈りがで

きなくなっているところもある。 

○安芸太田町では、檀家の地域組織である

「同行」の活動が低下し、廃止される事

例もみられた。 

○安芸太田町・安野自治振興会では班が空

き家所有者から管理を請け負う仕組みを

開始している。 

○10世帯未満の小規模集落の自治会は集落

機能がほぼなくなり、行政の配布物の回

覧等にとどまっている場合がある。 

○町道の草刈りや除雪は行政が責任をもって

実施してほしいとの意見があった。 

○世帯数の減少から班の合併等による体制変

更の検討が必要になっている事例もある。

しかし、地理的な条件や歴史的な経緯等も

あり、簡単には合併は進まないと考えられ

ている。 
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住民自治組織※の活動 

 現状 将来 

共
通
事
項 

○祭り、とんど、スポーツ大会、敬老会、

高齢者サロン※、100歳体操、地域活性化

事業、地区清掃活動、集会施設の管理等

を実施している地区が多い。 

○担い手不足が顕在化しており、各種活動

を行っていくことへの負担感が増大して

いる。 

○老人会、女性会、子ども会等の組織活動

が無くなっている場合がみられた。 

○若い世代は仕事等で地域活動に参加する

人が少ない。 

○地域活動に参加している若い世代は青年

会や消防団等の住民自治組織以外での役

職もあり多忙となっている。 

○高齢者の見守りは、民生委員※の訪問が

中心で、社会福祉協議会※、高齢者サロ

ン、配送等を行う民間事業者等もその役

割を担っている場合がある。 

○人口が減少すれば、多くの活動の継続が難

しくなる。 

○コロナ禍で休止していた活動を再開し始め

ているが、一旦止めていたものを再開する

には多くの労力が必要となる。 

○次世代の役員確保の見通しが立っていない

地区もみられる。 

○色々な補助等で行政に申請を求められる

が、手続が大変であり、改善を望む意見が

あった。 

特
徴
的
な
事
項 

○神楽等の伝統文化を地区内で継承してい

る事例もみられるが、担い手不足・後継

者不足の課題がある。 

○お祭りや敬老会等の行事を旧町村単位で

実施している場合もある。 

○自主防災組織と連携した取組を行ってい

る事例もみられる。 

○自治振興会で産直機能と飲食機能を併設

した交流施設を運営している場合や、宿

泊交流施設を運営している地区もみられ

た。 

○子供が少なくなり、隣接する住民自治組

織と合同で子ども会を運営している地区

もみられた。 

○地区内施設の調理場等を利用し、月数回

地域食堂※や配食サービスを行っている

地区もある。 

○別居親族が地域活動に参加する事例もみ

られる。 

○民生委員を選出できない地区が出てきて

いる。 

○安芸太田町の一部地区では、複数集落で

構成される住民自治組織の活動が低迷し

たことにより、解散し、集落ごとの自治

会に分かれて活動している。 

○住民自治組織の合併等を検討する必要性が

生じる可能性もある。 

○人口減が進んでおり、活動の取捨選択、利

用道路等の維持管理するインフラ※の絞り

込みの必要性を感じている地区もある。 

○今後、空き家の増加に対する対応が大きな

課題になると見込まれる。 

○都市農村交流の活動は、継続が難しくなる

ことも想定されるため、都市住民の参画を

促進させる工夫が必要となる。 

○地区として新しいアイデアを出し、新しい

活動をしていかなければ、現状維持も難し

くなると見込まれる。 
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４．担い手の確保 
 

（１）次世代の確保 

 現状 将来 

共
通
事
項 

○住民自治組織※のほか、各種地域団体の

役員を兼務している人が多い。 

○役員になると負担が多く、就任を敬遠さ

れがちである。１つの役職につくと関連

のあて職での役割も増える。 

○地域活動の次世代を担う20～50歳代はい

るが、仕事や別の組織役員等があり、世

代交代が難しいと考える現役役員が多

い。 

○親世代が地域活動に参加していると、そ

の世帯の子ども世代は参加しない場合が

多い。 

○未婚者が少しずつ増えて来ている傾向が

みられる。 

○役員の交代が難しくなっている地域も多

く、限られた人で役員を担っている状況が

さらに増えることが予想される。 

○５年後に地域を支える側の人がいなくなり

支えられる側の人しかいなくなるのではと

不安になるとの声が聞かれた。 

○若い人がおらず、子供も少なくなってきて

おり、就職等で転出するとＵターン※しな

いため、地区の担い手確保はさらに困難に

なる。 

○役員の交代に向けては、就任に向けて本人

や関係者と事前に調整をしておく必要があ

る。 

特
徴
的
な
事
項 

○地域活動への参加を頼める20～50歳代が

いない地域もある。 

○一部の地区では振興会青年部が組織され

ている。 

○地区によっては立地環境や受入体制の有

無、仕事等の確保、住宅確保の容易さな

どの要因により、ＵＩターン者が増えて

おり、次世代が確保できつつある。 

○出身者（Ｕターン予定者）が役員に就任

している場合もある。 

○公営住宅等の住民は地域活動に参画しな

い場合が多い。 

○世代交代を進めるためには、これまでの活

動を見直し、取捨選択を検討する必要があ

る。 

○若い世代が複数人いる地区では、後継者を

確保できているところもある。 

○若い世代が参画している地区では、自分た

ちなりの可能な地域活動へとしていきたい

と考えている。 

○役員が高齢化すると活動が固定化されたり

活動頻度が減るなど、地域活動の量・質の

低下が懸念されるため、次世代に早く引き

継ぎたいと考える地区も見られた。 
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（２）移住者の受入れ 

 現状 将来 

共
通
事
項 

○地域差はあるものの、各地区・集落に移

住者が入ってきている場合が多い。 

○移住者は、地域活動に参加する人と参加

しない人に分かれるが、地区・集落にお

いては、地域活動に参加してくれる人の

受入れを望む場合が多い。 

○一部の移住者と既存住民との間にトラブ

ルが発生すると、地区・集落の次の移住

者受入れに対する意識が低下する。 

○移住者は空き家バンク等を利用する人が

多いが、地区・集落では空き家バンク登

録物件が少なく、利用可能な物件の確保

が難しい状況にある。 

○これからは移住者や関係人口※、外国人な

ど様々な外部人材の受入れが大切になると

見込まれる。 

○若い世代が役員になれば、移住者の受入れ

にも柔軟な思考で対応できるようになる可

能性があるとの声がある。 

○地域おこし協力隊※等を受入れ、定住につ

なげていきたいとの意見があった。 

○移住者を増やしていくには、景観等の地域

の魅力を高めていく必要がある。 

特
徴
的
な
事
項 

○基幹地区・集落には、企業・団体の寮や

シェアハウスがあり、若い世代が住んで

いる場合もみられる。 

○外国人（技能実習生等も含む。）の移住

者も一部にみられる。 

○移住者の活動を支援するが、過干渉にな

らないように付き合っている地区では、

新たな移住者やＵターン※が増えたこと

で好循環が生まれている。 

○地区住民個人が農業に関心のある人の移

住を勧誘する取組を行っている事例もあ

る。 

○外国人の移住を好意的に受け入れたいとい

う地区もあり、受入れが拡大する可能性は

ある。 

○移住者の受入れには働く場の確保も重要で

ある。マンション管理組合のような地域活

動の支援が仕事になるような仕組みがあっ

てもいいのではないかという意見があっ

た。 

 

（３）出身者との繋がり 

 現状 将来 

共
通
事
項 

○各地区ともに定年後のＵターン等が数件

みられるが、多くはない。 

○高齢独居世帯等では子供が帰省し、生活

を支援している場合がみられる。 

○出身者が地区・集落の草刈りや祭り等の

担い手として参加している事例もあり、

一部では地区・集落の役員が声がけして

集めている場合もみられた。 

○地区の暮らしやすさを維持していかなけれ

ばＵターンしてもらえない。 

○地区の祭り等は出身者が帰省するきっかけ

になるため、継続していきたい。 

特
徴
的
な
事
項 

○若い世代のＵターンは、収入の確保等の

問題もあり、強く勧めにくい。 

○若い世代がＵターンしている世帯がある

地区では、それが将来の安心感につな

がっている。 

○神石高原町・上豊松自治振興会の小規模

化した集落では、関係者・出身者を会員

とする支援組織を設立している。 

○出身者への地区・集落情報を発信すること

で、将来のＵターンにつなげたい。 

○出身者であれば、地区・集落が困っている

なら協力しようかという人が出てくる可能

性がある。 
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（４）関係人口※の受入れ 

 現状 将来 

共
通
事
項 

○地縁・血縁のない関係人口を地域活動に

取り込んでいる事例は少ない。 

○関係人口に可能性を感じるが、そのきっ

かけを創る人がいない。 

○地域活動の際に、地域外の人に声掛けし、

地域活動に馴染んでもらうことで、将来の

移住にも繋がる可能性もある。 

○今後は、関係人口に地域活動を支援しても

らう必要が出てくる。 

特
徴
的
な
事
項 

○一部地区・集落では、そこに住むことは

できないが、実家の管理、田畑の耕作、

集落活動等への参加、地域住民との交

流、趣味等の活動などで頻繁に往来して

いる人がいる。 

○安芸太田町・井仁自治会では、棚田の農

業体験等で交流を行っている。 

○安芸太田町・安野自治振興会では、移住

者が交流イベントを実施し、新たな来訪

者が増えている。 

○神石高原町・小野自治振興会では、移住

者等が中心となり都市住民等との交流イ

ベントを実施している。 

○神石高原町・ながの村自治振興会では、

ロッククライマーの宿泊施設を運営して

おり、地域の草刈りにロッククライマー

が参加する場合もあった（コロナ禍で休

止中）。 
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５．将来展望 

 

（１）地区・集落全般に関わる将来展望 

共
通
事
項 

○高齢化し、人口減少が進むことは避けられず、集落機能の消失、無住化等の恐れがあ

る。 

○30年後を展望すると、地区単位でも地域が維持できなくなる可能性がある。 

○地区・集落を維持するためには、移住等も含めた担い手の確保が重要である。 

○次世代が暮らし続けるためには就労の場の確保が必要である。 

○住宅確保に向けた空き家対策等が必要である。 

特
徴
的
な
事
項 

○県や市町など行政は、中山間地域の価値や意義をどのように定義付けするのか、中山間

地域をどのように思っているかという言葉（文章）が欲しい。 

○里山※の自然を残したいが、里の人が手入れをしない限り維持できないため、維持でき

るくらいの住民がいなければならない。 

○高齢化により、個人が対応できることが少なくなっている。行政が個人に代わって対応

していくしかなくなるのではないか。 

○人が住める場所と住めない場所を区分し、管理する範囲を決める必要があるのではない

か。 

○就労の場の確保は困難なので、都市部等へ通勤しやすい環境を整備すべきである。 

○地区・集落の住民に外国人が増えている可能性もあり、国際交流や多文化共生に対応で

きるようにする必要がある。 

○さらに人口が減少し、住民が点在する状態になるよりは、利便性の高いところに集住す

る可能性も検討すべきである。 

○地区・集落の拠点施設周辺に集住するような仕組みを考える必要が出てくるかもしれな

い。 

○高齢者施設に入所する前段階の人が、地区・集落で集住できるシェアハウス等があれば

よい。 

○移住者に対する支援施策はあるが、継続的に地区・集落に居住し、地域を支えてきた既

存住民に支援がないのはおかしい。 

 

（２）各種生活機能の将来展望及び要望 

共
通
事
項 

○70～80歳になり運転ができなくなったときの買い物・通院手段に不安がある。 

○道路環境の維持が重要である。 

○行政による支援における手続の簡素化等が必要である。 

○身近なスーパーや医療施設が無くなると生活するのに困り、さらに人口減少が進むので

はないか。 

○自動車での移動をする上ではガソリンスタンドの存続も重要である。 

特
徴
的
な
事
項 

○生活サービスを利用するためには移動が重要であり、自動運転技術の発展に期待する。 

○道路や上下水道等のインフラ※維持管理ができなくなったら住めなくなる。 

○利用するインフラと利用しないインフラを仕分けする必要があるのではないか。 

○民間事業者が生活機能の維持にもっと積極的にかかわってほしい。 

○町の拠点施設等の運営は、３セク※等ではなく、民間事業者に任せる等の方法も検討す

べきである。 
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（３）住民自治組織※の将来展望及び要望 

共
通
事
項 

○地区・集落で将来について議論ができていないのが実情である。 

○人口減、担い手不足等が進めば、住民自治組織の活動もできる範囲に見直し、続けてい

くしかない。 

○将来的には住民自治組織間の合併も検討する必要があるが、地理的条件や地区・集落の

歴史・文化等の面から困難な場合が多い。 

○合併等で地区・集落の範囲が拡大すると、役員等の負担が拡大する可能性がある。 

特
徴
的
な
事
項 

○地域活性化には、アイデアとリーダーが必要である。 

○地区・集落での草刈り等が仕事となり、若い世代が定住できる環境ができたらいい。 

○地域活動をやめてもいいのではないかと子ども世代から言われることがある。 

○行政には、一時的な補助金等よりも継続的なサポートを行ってもらいたい。 

○行政による活動支援では、柔軟に活用できる制度、手続等を簡素化した制度等を検討し

てもらいたい。   
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第３章 取組項目の詳細検討 

 

本編第２章第２節における取組方針に基づく取組項目について、同第３節で示した整理

手順に従い、各取組項目の具体的取組内容（案）を整理した。詳細は次ページ以降のとお

り。 

なお、この具体的取組内容に関しては、市町、広島県、国の行政分野と住民自治組織※

や地域運営組織※など、住民が主体となった組織が連携し、相互に活用可能なリソース※

を持ち寄り、推進していくことを想定する。 
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業
※

 
」

の
実

施
 

○
住

民
主

体
に

よ
る

法
人

設
立

が
必
要
 

○
近

隣
住

民
に

よ
る

「
ラ

イ
ド

シ
ェ
ア
リ
ン
グ

※
」
の
導
入
 

○
関

連
す

る
規

制
の

緩
和

が
必

要
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 １
 
住
民
生
活
（
居
住
環
境
）
 

 

 取
組
方
針
 
（
１
）
生
活
サ
ー
ビ
ス
の
機
能
継
続
（
そ
の
２
）
 

目
的
 

１
：
生
活

サ
ー

ビ
ス
施

設
へ

の
ア
ク

セ
ス

の
確
保

と
移

動
負
担

の
抑

制
 

２
：
民
間

企
業

・
住
民

自
治

組
織

※
と
協

働
に
よ

る
身

近
な
生

活
サ

ー
ビ
ス

の
提

供
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

②
生

活
圏

に
お
け

る
各

種
生

活
機

能
の
確
保
 

（
Ｇ

Ｓ
、

ス
ー

パ
ー

、
商

店
、

金
融
機
関
）
 

〔
事

業
継

承
支

援
〕
 

〔
新
規
事
業
参
 

入
支
援
〕
等
 

○
身

近
な

個
人

商
店

の
後

継
者

不
足
、
Ｇ
Ｓ
・
ス
ー
パ
ー
、
金

融
機
関（

生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供

施
設
）の

相
次
ぐ
閉
鎖
、ま

た
、

行
政

区
域

を
超

え
た

地
域

の
サ

ー
ビ

ス
機

関
を

利
用

し
て

い
る
実
態
が
あ
る
。
 

○
サ

ー
ビ

ス
提

供
施

設
へ

の
移

動
距

離
に

は
一

定
の

限
界

点
（
片
道

30
分
）
が
あ
る
。
 

○
現

在
利

用
で

き
て

い
る

町
内

外
の

サ
ー

ビ
ス

提
供

施
設

の
閉
鎖
が
懸
念
さ
れ
る
。
 

○
民
間
の
力
も
取
り
入
れ
た
、新

た
な
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
そ
の

誘
導
策
を
構
築
 

 
例

え
ば

、
商

店
＋

Ｇ
Ｓ

を
ベ
ー
ス
と
し
、店

頭
販
売
に

加
え
、
見
守
り
、
食
材
配
達

と
灯
油
配
達
、
さ
ら
に
、
貨

客
混

載
に

よ
る

移
動

サ
ー

ビ
ス

と
い

っ
た

複
合

サ
ー

ビ
ス

、
再

生
可

能
エ

ネ
ル

ギ
ー

※
の

域
内

自
給

シ
ス

テ
ム
の
構
築
等
の
考
案
、
移

動
手

段
へ

の
新

た
な

技
術

の
導
入
 

  

○
地

域
内

外
の

民
間

事
業

者
の

参
入
意
向
の
把
握
、
自
治
体
内

既
存

事
業

者
と

の
調

整
等

が
必
要
 

○
新

た
な

技
術

の
導

入
に

向
け

た
普
及
支
援
や
規
制
緩
和
、
関

連
イ
ン
フ
ラ

※
整
備
の
検
討
が

必
要
 

（
８
）
①
 

（
12
）
①
 

○
簡

易
郵

便
局

の
受

託
者

の
確

保
 

○
他

業
種

に
よ

る
兼

業
の

可
能

性
の
検
討
が
必
要
 

○
住
民
主
体
に
よ
る
商
店
、
Ｇ
Ｓ

の
運
営
等
を
誘
導
 

○
住
民
主
体
と
す
る
に
は
、
担
い

手
確

保
と

現
経

営
者

の
理

解
が
必
要
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 １
 
住
民
生
活
（
居
住
環
境
）
 

 

 取
組
方
針
 
（
２
）
移
動
・
訪
問
・
遠
隔
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
（
そ
の
１
）
 

目
的
 

１
：
移
動

・
訪

問
・
遠

隔
サ

ー
ビ
ス

の
提

供
の
拡

大
 

２
：
民
間

企
業

等
と
の

連
携

に
よ
る

Ｉ
Ｃ

Ｔ
※
や

先
端

技
術
等

の
実

装
に
よ

る
サ

ー
ビ
ス

提
供

の
効
率

化
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

①
移

動
販

売
、
食

材
配

達
等

の
サ

ー
ビ

ス
エ

リ
ア
の
拡
大
 

○
生
協
（
全
県
カ
バ
ー
）
、
移
動

販
売

が
利

用
さ

れ
て

い
る

地
域
が
多
い
。
 

○
地

域
運

営
組

織
※
が

生
協

と
協
定
を
結
び
、最

寄
り
の
集
会

所
に

ま
と

め
て

配
達

し
て

い
る
事
例
や
、
買
い
物
代
行
の
事

例
が
見
ら
れ
た
。
 

○
配

達
要

員
の

人
材

不
足

（
要

ヒ
ア
リ
ン
グ
）
 

○
採

算
性

か
ら

み
た

事
業

の
継

続
性
 

○
移

動
販

売
事

業
者

等
の

事
業

継
続

の
可

能
性

を
踏

ま
え

た
上
で
、
民
間
事
業
者
（
福
祉
事

業
者
等
を
含
む
。
）
又
は
地
域

住
民
に
よ
る
リ
ソ
ー
ス

※
を
持

ち
寄
っ
た
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を

設
計
 

〇
地
域
住
民
に
よ
る
リ
ソ
ー
ス

の
捻
出
に
は
、
住
民
自
治
組
 

織
※
を
跨
ぐ
広
範
囲
で
の
検
討
 

が
必
要
 

〇
最
寄
り
の
集
会
所
な
ど
、
拠
点

へ
の
配
達
に
あ
っ
て
は
、
配
達

後
の

各
戸

ま
で

の
交

通
手

段
の
確
保
が
必
要
 

－
 

○
ド

ロ
ー

ン
※

 
を

活
用

し
た

配
送
サ
ー
ビ
ス
の
実
装
を
支
援
 
○

運
輸

事
業

者
と

の
連

携
や

配
達
ル
ー
ト
等
の
調
整
が
必
要
 

②
金

融
サ

ー
ビ
ス

機
能
の
拡
充
 

○
金

融
機

関
の

店
舗

が
閉

鎖
さ

れ
、
高
齢
者
は
Ａ
Ｔ
Ｍ
操
作
に

不
慣

れ
で

現
金

引
き

出
し

に
困
っ
て
い
る
人
も
見
ら
れ
た
。 

〇
Ａ

Ｔ
Ｍ

自
体

も
撤

去
さ

れ
る

懸
念
が
あ
り
、現

金
保
持
が
困

難
に
な
り
得
る
こ
と
。
 

〇
現

金
の

引
き

出
し

が
で

き
な

く
な

る
人

が
出

て
く

る
可

能
性
が
あ
る
。
 

○
金
融
機
関
に
対
し
、
訪
問
サ
ー

ビ
ス
等
の
検
討
を
要
請
 

○
訪

問
に

よ
る

手
数

料
等

の
負

担
が
必
要
 

－
 

○
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

等
の

利
用

教
室

等
に

よ
り

普
及
を
促
進
 

○
ス

マ
ホ

教
室

等
と

連
携

し
効

果
的
な
普
及
策
が
必
要
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 １
 
住
民
生
活
（
居
住
環
境
）
 

 

 取
組
方
針
 
（
２
）
移
動
・
訪
問
・
遠
隔
サ
ー
ビ
ス
の
拡
充
（
そ
の
２
）
 

目
的
 

１
：
移
動

・
訪

問
・
遠

隔
サ

ー
ビ
ス

の
提

供
の
拡

大
 

２
：
民
間

企
業

等
と
の

連
携

に
よ
る

Ｉ
Ｃ

Ｔ
※
や

先
端

技
術
等

の
実

装
に
よ

る
サ

ー
ビ
ス

提
供

の
効
率

化
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

③
訪

問
診

療
、
訪

問
看

護
、

訪
問

介
護
等
の
確
保
 

○
訪

問
介

護
の

利
用

者
が

一
定

数
い
る
。
 

○
介
護
職
員
の
人
材
不
足
 

○
利
用
者
が
分
散
し
て
お
り
、効

率
的
な
運
営
が
難
し
い
。
 

○
訪

問
診

療
に

対
応

す
る

医
師

の
不
足
 

○
介

護
保

険
事

業
者

に
対

す
る

訪
問

型
サ

ー
ビ

ス
運

営
支

援
の
拡
充
 

〇
市

町
村

に
お

け
る

需
要

量
に

対
応

し
た

人
材

確
保

と
継

続
的

な
支

援
が

可
能

か
を

考
察

す
る
こ
と
が
必
要
 

－
 

○
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ナ
ー
ス

※
の
配

置
 

○
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ナ
ー
ス
の
知
見

を
持

っ
た

人
材

の
確

保
策

が
必
要
 

○
訪

問
診

療
に

対
応

す
る

医
師

の
確
保
 

〇
広

域
的

な
医

師
確

保
施

策
と

連
携
し
た
検
討
が
必
要
 

④
Ｉ

Ｃ
Ｔ

や
先
端

技
術

の
実

装
に

よ
る

遠
隔

サ
ー

ビ
ス
の
充
実
 

○
未
病

※
対
策
の
一
環
と
し
て
、

バ
イ

タ
ル

デ
ー

タ
を

計
測

す
る
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル

※
端
末
の
活

用
が

図
ら

れ
て

い
る

事
例

が
あ
る
。
 

○
世
帯
単
位
で
、
民
間
サ
ー
ビ
ス

に
よ

る
緊

急
通

報
シ

ス
テ

ム
を
活
用
す
る
事
例
が
あ
る
。
 

○
経

過
観

察
や

継
続

的
に

服
用

が
必

要
な

薬
の

処
方

等
で

あ
れ

ば
医

療
機

関
に

い
く

よ
り

も
遠

隔
医

療
に

よ
り

家
庭

等
で

受
診

で
き

る
環

境
を

望
む

意
見
が
あ
る
。
 

○
情
報
端
末
の
操
作
を
前
提
と
 

す
る
遠
隔
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
 

に
は
、
デ
ジ
タ
ル
デ
バ
イ
ド

※
 

の
解
消
が
不
可
欠
で
あ
る
。
 

○
民

間
サ

ー
ビ

ス
の

活
用

に
お

い
て

は
自

身
に

よ
る

通
報

が
行

え
な

く
な

る
状

況
を

考
慮

す
る
必
要
が
あ
る
。
 

○
遠

隔
医

療
に

必
要

な
デ

バ
イ

ス
等

を
個

人
で

準
備

し
利

用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
 

○
自

身
に

よ
る

操
作

を
必

要
と

し
な

い
安

否
確

認
手

法
な

ど
の
構
築
 

〇
個
々
の
市
町
任
せ
で
な
く
、県

全
体

に
共

通
す

る
サ

ー
ビ

ス
項

目
を

市
町

の
意

見
を

聞
い

て
整
理
す
る
必
要
 

－
 

○
モ

バ
イ

ル
通

信
環

境
を

活
用

し
た
安
否
確
認
方
法
の
構
築
 
〇

ス
マ

ホ
教

室
な

ど
を

通
じ

た
住

民
の

デ
ジ

タ
ル

機
器

の
活

用
を

容
易

と
す

る
支

援
が

必
要
 

○
携

帯
電

話
不

感
地

域
な

ど
通

信
環

境
が

整
わ

な
い

地
域

へ
の
対
応
が
必
要
 

○
遠

隔
医

療
に

対
応

し
た

移
動

型
機
器
・
設
備
の
確
保
 

〇
遠
隔
医
療
・
遠
隔
服
薬
指
導
に

必
要
な
機
器
・
設
備
を
装
備
し

た
車
両
等
を
準
備
し
、
巡
回
で

き
る
仕
組
み
が
必
要
 

○
処

方
薬

の
配

達
手

段
等

の
確

保
が
必
要
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 １
 
住
民
生
活
（
居
住
環
境
）
 

 

 取
組
方
針
 
（
３
）
暮
ら
し
を
維
持
す
る
分
岐
点
の
整
理
（
そ
の
１
）
 

目
的
 

１
：
将
来

的
に

訪
れ
る

自
助

※
の
限

界
ポ

イ
ン
ト

へ
の

対
応
方

策
の

構
築
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

①
心

身
の

健
康
状

態
の
把
握
 

〇
民

生
委

員
※
に

よ
る

把
握

が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 

な
お
、
民
生
委
員
の
管
轄
エ
リ

ア
は

必
ず

し
も

住
民

自
治

組
織

※
の

範
囲

と
一

致
し

な
い

場
合
が
あ
る
。
 

○
民
生
委
員
の
担
い
手
不
足
 

○
市

町
の

関
係

部
署

間
で

の
情

報
共
有
 

〇
共

有
目

的
の

明
確

化
と

個
人

情
報

保
護

の
観

点
か

ら
の

整
理
が
必
要
 

－
 

○
行
政
・
住
民
自
治
組
織
な
ど
の

間
に

お
け

る
情

報
共

有
化

の
仕
組
み
づ
く
り
 

－
 

②
自

動
車

の
運
転

が
可

能
か

ど
う

か
の
状
況
把
握
 

○
健

康
状

態
や

親
族

等
の

サ
ポ
ー
ト
の
有
無
に
よ
り
、必

要
性
が
あ
れ
ば

90
歳
代
で
も
運

転
し
て
い
る
。
 

○
本

人
の

申
し

出
や

近
隣

住
民

等
か

ら
の

伝
達

で
し

か
把

握
で
き
な
い
。
 

○
住

民
自

治
組

織
を

通
じ

た
運

転
が

で
き

な
く

な
っ

た
者

の
定
期
的
な
把
握
 

 

〇
移
動
サ
ポ
ー
ト
に
つ
な
ぐ
た
め

と
い
っ
た
、
把
握
の
目
的
の
明

確
化
が
必
要
 

○
自
動
車
の
免
許
更
新
、
返
納
等

の
情

報
共

有
の

可
能

性
を

検
討
 

－
 

③
別

居
親

族
等
に

よ
る

生
活

サ
ポ

ー
ト

の
有

無
の
確
認
 

○
本

人
か

ら
の

申
し

出
若

し
く

は
別

居
親

族
等

か
ら

の
申

告
等

に
よ

ら
ざ

る
を

得
な

い
状

況
に
あ
る
。
 

○
別

居
親

族
が

生
活

サ
ポ

ー
ト

を
行

え
な

く
な

っ
た

こ
と

を
確
認
す
る
方
法
が
な
い
。
 

○
別

居
親

族
等

か
ら

市
町

へ
の

情
報
連
絡
体
制
の
構
築
 

〇
直

接
と

す
る

か
住

民
自

治
組

織
又

は
民

生
委

員
を

介
す

る
か
要
整
理
 

－
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 １
 
住
民
生
活
（
居
住
環
境
）
 

 

 取
組
方
針
 
（
３
）
暮
ら
し
を
維
持
す
る
分
岐
点
の
整
理
（
そ
の
２
）
 

目
的
 

１
：
将
来

的
に

訪
れ
る

自
助

※
の
限

界
ポ

イ
ン
ト

へ
の

対
応
方

策
の

構
築
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

④
近

隣
（

集
落
）

で
の

生
活

サ
ポ

ー
ト

（
見

守
り

等
）

を
通

じ
た

個
人

の
状

態
把
握
 

○
回

覧
板

の
手

渡
し

、
集

落
行

事
へ

の
参

加
状

況
な

ど
に

よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
 

ま
た
民
生
委
員

※
、
集
落
支
援

員
※
が
見
守
り
の
役
を
果
た
し

て
い
る
。
 

○
近

隣
住

家
が

遠
く

な
る

に
連

れ
、
回
覧
板
の
受
け
渡
し
も
困

難
と
な
り
、
見
守
り
が
行
き
届

か
な
く
な
る
懸
念
 

○
住

民
自

治
組

織
※
若

し
く

は
こ
れ
に
代
わ
る
リ
ソ
ー
ス

※
を

通
じ

た
個

人
の

置
か

れ
た

状
態

の
定

期
的

な
確

認
情

報
の

集
約
 

〇
民

生
委

員
や

集
落

支
援

員
等

と
の

連
携

方
策

の
整

理
が

必
要
 

－
 

○
LI
NE

な
ど
を
活
用
し
た
安
否

確
認
の
仕
組
み
づ
く
り
 

－
 

⑤
見

守
り

を
要
す

る
者

の
情

報
管

理
 

○
地

域
運

営
組

織
※
と

住
民

自
治

組
織

が
連

携
し

た
取

組
の

中
に
、
別
居
親
族
、
住
民
自
治

組
織

、
民

生
委

員
と

の
情

報
共

有
を

進
め

る
活

動
が

見
ら

れ
る
。
 

○
社

会
福

祉
協

議
会

※
で

見
守

り
対

象
者

名
簿

を
作

成
し

て
い
る
事
例
も
あ
る
。
 

○
住

民
の

異
変

の
兆

候
の

見
逃

し
 

 

○
重

層
的

な
セ

ー
フ

テ
ィ

ネ
ッ

ト
※
構
築
と
し
て
、
地
域
支
え

合
い

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
構

築
等
 

○
Ｉ
Ｃ
Ｔ

※
を
活
用
し
た
効
率
的

な
情
報
管
理
手
法
の
構
築
 

〇
行

政
と

地
域

運
営

組
織

の
連

携
が
必
要
だ
が
、
地
域
運
営
組

織
が

そ
の

機
能

を
担

え
る

か
否
か
は
、
地
域
の
状
況
に
よ
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
。
 

○
個

人
情

報
の

管
理

主
体

及
び

関
連

デ
ー

タ
の

共
有

化
の

ル
ー
ル
化
が
必
要
 

－
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 １
 
住
民
生
活
（
居
住
環
境
）
 

 

 取
組
方
針
 
（
４
）
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

※
の
構
築
（
そ
の
１
）
 

目
的
 

１
：
自
助

※
が

低
下
す

る
中

で
そ
の

地
区

・
集
落

で
暮

ら
し
続

け
ら

れ
る
仕

組
み

の
構
築
 

２
：
親
族

等
に

よ
る
サ

ポ
ー

ト
が
無

く
な

っ
て
も

、
地

域
で
暮

ら
せ

る
環
境

の
整

備
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

①
地

域
に

お
け
る

見
守

り
体

制
の

確
保
 

○
近

隣
世

帯
間

で
の

密
接

な
関

係
が

あ
り

見
守

り
が

機
能

し
て
い
る
。
 

○
住

民
自

治
組

織
※
に

よ
る

活
動

へ
の

参
加

状
況

確
認

が
見

守
り

の
役

割
を

果
た

し
て

い
る
。
 

○
町

や
社

会
福

祉
協

議
会

※
か

ら
の

配
布

物
は

必
ず

手
渡

し
す

る
こ

と
に

よ
り

見
守

り
を

兼
ね
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。 

○
集

落
人

口
の

減
少

・
高

齢
化

に
よ

り
日

常
的

な
近

所
付

き
合
い
の
減
少
 

○
住

民
自

治
組

織
の

活
動

の
停

滞
、
取
り
や
め
 

○
役

員
の

志
に

よ
る

と
こ

ろ
が

大
き

く
属

人
的

な
偏

り
と

持
続
性
の
懸
念
 

○
住

民
自

治
組

織
等

又
は

こ
れ

に
代

わ
る

主
体

に
よ

る
定

期
的

な
安

否
確

認
方

法
の

事
例

収
集
と
地
域
に
お
け
る
共
有
 

〇
ス
ケ
ー
ル
メ
リ
ッ
ト

※
の
あ
る

情
報
収
集
が
必
要
な
ど
 

－
 

○
本
人
同
意
に
基
づ
く
、
民
生
委

員
※
と

住
民

自
治

組
織

間
に

お
け
る
、見

守
り
対
象
者
の
情

報
共
有
 

〇
個

人
情

報
保

護
の

視
点

か
ら

の
整
理
が
必
要
 

○
体

調
の

異
変

な
ど

に
気

付
い

た
場
合
な
ど
に
お
け
る
、連

絡
網
の
構
築
 

〇
一

定
の

組
織

力
と

定
期

的
な

訓
練
等
が
必
要
 

②
見

守
り

主
体
間

の
情

報
共

有
の

強
化
（
柔
軟
化
） 

○
地

域
運

営
組

織
※
と

民
生

委
員
の
連
携
事
例
が
あ
る
。
 

○
別

居
親

族
が

日
々

交
代

で
見

守
っ
て
い
る
事
例
は
、
自
力
で

の
生
活
が
困
難
で
、異

変
が
懸

念
さ

れ
る

状
態

に
あ

る
と

考
え
ら
れ
る
。
 

○
見
守
り
が
途
切
れ
た
場
合
の
、

住
民

の
異

変
の

兆
候

の
見

逃
し
 

○
デ
ジ
タ
ル
技
術
を
活
用
し
た
、

平
時

の
安

否
確

認
と

異
変

を
察

知
す

る
た

め
の

シ
ス

テ
ム

を
構
築
 

○
個
人
情
報
保
護
を
図
り
つ
つ
、

多
様

な
主

体
の

持
つ

様
々

な
情

報
の

共
有

化
と

活
用

の
可

能
性
の
検
討
 

〇
シ
ス
テ
ム
を
運
用
す
る
た
め
の

体
制
作
り
、
シ
ス
テ
ム
構
築
に

係
る
イ
ニ
シ
ャ
ル
コ
ス
ト

※
と

ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト

※
の
負
担

の
在
り
方
の
整
理
が
必
要
 

○
適

切
な

個
人

情
報

の
関

知
手

法
の
確
立
が
必
要
 

－
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 １
 
住
民
生
活
（
居
住
環
境
）
 

 

 取
組
方
針
 
（
４
）
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

※
の
構
築
（
そ
の
２
）
 

目
的
 

１
：
自
助

※
が

低
下
す

る
中

で
そ
の

地
区

・
集
落

で
暮

ら
し
続

け
ら

れ
る
仕

組
み

の
構
築
 

２
：
親
族

等
に

よ
る
サ

ポ
ー

ト
が
無

く
な

っ
て
も

、
地

域
で
暮

ら
せ

る
環
境

の
整

備
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

③
居

住
地

域
近
隣

に
お

け
る

入
所

施
設

の
確

保
、

人
材
確
保
 

○
老

人
ホ

ー
ム

の
入

所
待

ち
の

方
々

が
い

る
こ

と
が

随
所

で
聞
か
れ
た
こ
と
。
 

○
行

政
区

域
を

超
え

た
入

所
調

整
が

行
わ

れ
る

場
合

も
あ

る
こ
と
。
 

○
施

設
の

受
入

可
能

数
及

び
施

設
人

材
の

不
足

等
に

よ
る

寄
る
辺
の
な
い
高
齢
者
の
増
加
 

○
令

和
２

(2
02
0)

年
か

ら
22

（
20
40
）
年
に
か
け
て

85
歳

以
上
人
口
が
全
県
で
約

89
千

人
増

加
す

る
こ

と
が

見
込

ま
れ
て
お
り
、
行
政
区
域
を
超
え

た
入

所
調

整
の

困
難

度
が

高
ま
る
と
見
込
ま
れ
る
こ
と
。
 

○
個

々
の

住
民

が
自

力
で

生
活

で
き

な
く

な
っ

た
場

合
の

頼
る

こ
と

の
で

き
る

親
族

等
有

無
を
確
認
 

－
 

－
 

○
頼

る
こ

と
の

で
き

る
親

族
等

が
い
な
い
高
齢
者
が
、居

住
地

域
の

近
隣

で
入

所
で

き
る

か
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
、
不
足

す
る

場
合

の
対

応
策

を
検

討
（

県
の

ひ
ろ

し
ま

高
齢

者
プ

ラ
ン

と
の

整
合

を
図

る
必

要
が
あ
る
。
）
 

－
 

○
住

民
が

集
住

で
き

る
施

設
整

備
の
検
討
 

－
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 ２
 
住
民
自
治
機
能
 

 

 取
組
方
針
 
（
５
）
住
民
自
治
機
能
を
維
持
す
る
分
岐
点
の
整
理
 

目
的
 

１
：
市
町

か
ら

住
民
自

治
組

織
※
に

委
ね

た
機
能

が
担

え
る
規

模
の

検
証
 

２
：
地
域

の
次

世
代
を

担
う

人
材
確

保
に

向
け
た

仕
組

み
づ
く

り
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

①
住

民
自

治
が
機

能
す

る
世

帯
・

人
口

規
模

に
応

じ
た
対
応
 

○
人

口
規

模
が

小
さ

く
な

る
に

連
れ
、
役
員
が
固
定
さ
れ
て
い

る
傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
。
 

○
住
民
自
治
組
織
の
活
力
は
、そ

の
リ

ー
ダ

ー
の

属
人

的
な

特
性
に
よ
り
、
左
右
さ
れ
る
傾
向

に
あ
る
こ
と
。
 

○
志

の
高

い
リ

ー
ダ

ー
が

不
在

と
な

る
と

活
動

の
停

滞
に

つ
な

が
り

か
ね

な
い

懸
念

が
あ

る
こ
と
。
 

○
機

能
す

る
目

安
は

取
組

方
針

（
11
）
①
に
お
い
て
検
討
 

－
 

（
11
）
①
 

○
地
域
づ
く
り
人
材
の
発
掘
・
育

成
 

〇
既

存
の

県
の

人
材

育
成

事
業

と
の
す
り
合
わ
せ
 

○
地
域
お
こ
し
協
力
隊

※
制
度
、

又
は

集
落

支
援

員
※
制

度
の

活
用
 

－
 

②
次

世
代

リ
ー

ダ
ー

・
次

世
代

地
域

活
動

の
担

い
手

の
有

無
に

応
じ
た
対
応
 

○
総

じ
て

若
者

世
代

は
住

民
自

治
組

織
の

活
動

に
関

わ
る

人
は
少
な
く
、地

域
活
動
を
し
て

い
る
人
も
、
他
の
組
織
の
役
員

を
受
け
る
な
ど
、
地
域
活
動
に

参
画
す
る
余
裕
が
な
い
こ
と
。 

○
次
世
代
へ
の
、
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

が
困
難
と
な
り
、
住
民
自
治
組

織
の
活
動
が
停
止
す
る
懸
念
 

○
自

治
活

動
の

負
担

軽
減

を
講

じ
つ
つ
、
次
世
代
の
活
動
参
画

を
促

し
て

い
く

た
め

の
機

会
創
出
 

－
 

－
 

○
住

民
自

治
組

織
と

若
者

世
代

と
の
交
流
の
促
進
 

〇
役

員
世

代
と

若
手

世
代

と
の

橋
渡
し
機
能
が
必
要
 

③
他

出
子

や
関
係

人
口

※
と

の
連

携
意

向
を

踏
ま

え
た
対
応
 

○
他

出
子

が
帰

省
し

て
の

草
刈

り
参

加
な

ど
の

実
例

が
見

受
け
ら
れ
る
こ
と
。
 

○
一

部
に

は
外

部
か

ら
人

を
受

け
入

れ
る

こ
と

で
好

循
環

を
生

み
出

し
て

い
る

集
落

が
あ

る
一
方
で
、
受
入
れ
に
は
温
度

差
が
あ
り
、
例
え
ば
、
お
試
し

住
宅

整
備

の
必

要
性

な
ど

を
疑

問
視

す
る

住
民

も
い

る
こ

と
。
 

○
移

住
者

が
地

域
に

溶
け

込
も

う
と
し
な
い
場
合
も
あ
り
、
移

住
者
へ
の
過
度
の
期
待
は
、
定

着
に
つ
な
が
ら
な
い
懸
念
 

○
他

出
し

た
出

身
者

と
の

つ
な

が
り

を
維

持
す

る
仕

組
み

づ
く
り
 

〇
出
身
者
の
リ
ス
ト
化
、
情
報
発

信
機
能
が
必
要
 

○
出

身
者

を
地

域
活

動
に

巻
き

込
む
仕
掛
け
が
必
要
 

（
12
）
②
 

○
県
の
人
材
育
成
事
業
の
拡
充
 

－
 

④
移

住
者

の
受
入

傾
向
の
把
握
 

○
二
地
域
居
住
の
促
進
 

〇
居
住
地
の
確
保
が
必
要
 

（
12
）
②
 

○
移

住
者

受
入

に
対

す
る

地
域

の
合
意
形
成
づ
く
り
 

〇
移
住
者
（
外
部
人
材
）
の
受
入

れ
を

推
進

す
る

た
め

の
意

識
醸
成
が
必
要
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 ２
 
住
民
自
治
機
能
 

 

 取
組
方
針
 
（
６
）
住
民
自
治
機
能
の
再
構
築
 

目
的
 

１
：
住
民

自
治

組
織

※
の
継

続
を
可

能
と

す
る
機

能
見

直
し
等

の
対

応
 

２
：
住
民

自
治

組
織
の

継
続

が
困
難

に
な

っ
た
時

の
対

応
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

①
住

民
自

治
（
集

落
）

機
能

の
見

直
し
 

○
地

域
活

動
の

負
担

感
が

高
ま

っ
て
お
り
、
持
続
可
能
性
を
不
安
視

す
る
声
が
大
き
い
。
 

○
人

口
規

模
が

相
対

的
に

大
き

な
住
民
自
治
組
織
で
は
、
住
民
の
活

動
に
対
す
る
関
心
が
低
い
。
 

－
 

○
住

民
自

治
組

織
自

身
に

よ
る

活
動

内
容

の
選

択
と
集
中
 

－
 

－
 

②
住

民
自

治
を
サ

ポ
ー

ト
す

る
支

援
機
能
の
構
築
 

○
旧

町
村

単
位

で
設

立
さ

れ
た

地
域
運
営
組
織

※
そ
れ
ぞ
れ
が
５
か

年
計
画
を
定
め
、
地
域
課
題
へ
の

取
組
を
行
っ
て
い
る
。
 

○
当

該
組

織
の

役
員

に
は

主
と

し
て

役
場

職
員

Ｏ
Ｂ

が
就

任
し

て
お
り
、
行
政
事
務
に
精
通
し
て
い

る
強
み
を
有
し
て
い
る
。
 

○
左
記
の
地
域
運
営
組
織
は
、

役
場
と

住
民
自
治

組
織

の
間
に
立
つ
も
の
で
は
な
く
、

住
民
自

治
そ
の
も

の
と

は
一

線
を

画
し
て
い

る
こ

と
に

留
意

す
る

必
要

が
あ

る
。
 

〇
選

択
を

支
え

る
サ

ポ
ー

ト
機
能
の
構
築
 

－
 

（
12
）
③
 

③
地

域
の

一
体
感

が
あ

る
範

囲
で

の
自

治
機

能
の

広
域
化
 

○
住

民
自

治
組

織
の

合
併

の
必

要
性

を
認

識
す

る
地

域
も

あ
る

一
方
で
、
距
離
的
な
難
し
さ
を
感
じ

て
い
る
。
 

○
一

定
の

目
的
意

識
を

持
っ

た
上

で
広

域
化

を
検

討
す

る
必
要
が
あ
る
こ
と
。
 

○
市
町
ご
と
に
、
広
域
化
す

る
こ

と
が

望
ま

し
い

機
能
の
整
理
 

〇
住
民
自
治
組
織
は
、
身
近
に
感
じ
る

距
離
が
あ
り
、多

方
面
で
住
民
と
の

関
わ

り
を

持
て

る
範

囲
が

適
切

だ
が
、
地
区
・
集
落
の
地
理
的
条
件
や

歴
史

的
な

経
緯

な
ど

か
ら

判
断

す
る
必
要
が
あ
る
。
 

〇
自

主
防

災
の

観
点

か
ら

の
規

模
も

考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

－
 

④
共

助
※
か

ら
公

助
※
に

転
換

さ
れ

る
機

能
へ

の
市

町
の

対
応

体
制
の
確
立
 

○
住

民
自

治
組

織
か

ら
役

場
に

返
上
さ
れ
た
機
能
は
見
受
け
ら
れ
な

い
が
、
草
刈
り
や
水
道
施
設
等
の

管
理

が
困

難
に

な
り

返
上

を
打

診
し
て
い
る
地
区
も
み
ら
れ
た
。
 

○
行

政
組

織
の
ス

リ
ム

化
の

中
で

、
対

応
体

制
に

は
一

定
の

限
界

が
考

え
ら

れ
る

こ
と
。
 

○
住

民
自

治
組

織
に

代
わ

る
担
い
手
と
し
て
、
地
域

運
営

組
織

の
設

立
若

し
く

は
既

存
の

地
域

運
営

組
織
の
機
能
拡
充
 

〇
市
町
・
県
に
お
け
る
人
的
・
財
政
的

な
支
援
方
法
の
検
討
が
必
要
 

〇
現

場
性

が
重

視
さ

れ
る

災
害

時
の

避
難
呼
び
か
け
な
ど
、
公
助
の
み
へ

の
転
換
が
な
じ
ま
な
い（

あ
る
い
は

す
べ
き
で
は
な
い
）
も
の
が
な
い
か
、

機
能

の
仕

分
け

に
留

意
す

る
必

要
が
あ
る
。
 

－
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  ３
 
広
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 

 

 取
組
方
針
 
（
７
）
地
域
間
の
連
携
・
支
援
 

目
的
 

１
：
住
民

自
治

組
織

※
の
垣

根
を
超

え
た

支
援
体

制
の

構
築
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

①
隣

接
地

域
間
で

の
支

援
体

制
の

構
築
 

○
同

一
小

学
校

区
内

の
隣

接
す

る
住

民
自

治
組

織
が

連
携

し
子

ど
も

会
を

運
営

す
る

事
例

が
あ
る
。
 

○
小

規
模

な
地

区
を

隣
接

す
る

地
区

が
支

援
す

る
仕

組
み

づ
く

り
が

検
討

さ
れ

た
事

例
が

あ
る
。
 

○
現

状
が

こ
の

ま
ま

推
移

す
る

と
、

個
々

の
住

民
自

治
組

織
機

能
の

弱
体

化
を

抑
え

る
こ

と
が

ま
す

ま
す

困
難

に
な

る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

○
個

々
の

住
民

自
治

組
織

が
担

え
な

く
な

り
つ

つ
あ

る
活

動
を

別
の

住
民

自
治

組
織

が
サ

ポ
ー
ト
す
る
仕
組
の
構
築
 

 
例
え
ば
、
生
活
す
る
上
で
欠

か
せ
な
い
町
道
管
理
（
草
刈

り
）
な
ど
を
助
力
、
又
は
代

行
す
る
仕
組
み
な
ど
。
 

  

〇
隣

接
地

域
間

で
の

連
携

に
関

す
る

協
議

の
場

の
創

出
を

検
討
す
る
こ
と
が
必
要
 

－
 

②
旧

町
村

単
位
で

の
広

域
的

な
支

援
機

関
の

機
能

強
化
 

○
前
述
の
と
お
り
、旧

町
村
単
位

で
組

織
さ

れ
た

地
域

運
営

組
織

※
は
、
住
民
自
治
組
織
と
連

携
関
係
に
は
あ
る
が
、
住
民
自

治
組

織
を

支
援

す
る

機
能

は
有
し
て
い
な
い
。
 

○
旧
町
村
役
場
（
現
支
所
）
は
窓

口
業
務
に
特
化
し
て
お
り
、支

援
機
能
を
果
た
す
リ
ソ
ー
ス

※

と
し
て
は
十
分
で
な
い
。
 

○
旧

町
村

単
位

で
、

各
住

民
自

治
組

織
に

共
通

す
る

取
組

課
題
へ
の
対
応
策
を
企
画
・
立
案

し
、
各
組
織
や
関
係
団
体
を
巻

き
込
ん
だ
諸
調
整
を
図
り
、
実

行
を

後
押

し
す

る
た

め
の

機
能
を
構
築
 

〇
市
町
・
県
に
お
け
る
人
的
・
財

政
的

な
支

援
方

法
の

検
討

が
必
要
 

－
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 ３
 
広
域
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
 

 

 取
組
方
針
 
（
８
）
行
政
区
域
を
超
え
た
生
活
圏
で
の
機
能
分
担
 

目
的
 

１
：
広
域

的
な

機
能
集

積
地

域
の
生

活
機

能
維
持
 

２
：
行
政

境
や

地
域
を

越
え

た
移
動

手
段

の
確
保
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

①
広

域
的

な
機
能

集
積

地
域

（
拠

点
地

域
）

の
生

活
機

能
維

持
の

支
援
 

○
週
１
回
程
度
で
あ
れ
ば
、

生
活

圏
は

車
で

片
道

１
時

間
以

内
程

度
と

行
政

区
域

を
越

え
て

広
域

化
し
て
い
る
が
、
高
齢
者
に

は
運

転
能

力
に

応
じ

た
距
離
の
限
界
が
あ
る
。
 

○
さ
ら
な
る
高
齢
化
に
伴
い
、

行
政

区
域

を
超

え
た

広
域

的
な

移
動

が
難

し
く

な
る

こ
と
も
想
定
さ
れ
、
民
間
事

業
者

の
事

業
継

続
が

困
難

に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
 

○
民
間
事
業
の
事
業
継
続
の
た
め
、
配
達

機
能

を
持

た
せ

る
な

ど
新

た
な

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
を

模
索

す
る

た
め

の
誘

導
策
を
構
築
 

－
 

（
１
）
②
 

（
12
）
①
 

○
民
間
の
力
も
取
り
入
れ
た
、
新
た
な
ビ

ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
と
そ
の
誘
導
策
を
構
築
 

 
例

え
ば

、
商

店
＋

Ｇ
Ｓ

を
ベ

ー
ス

と
し

、
店

頭
販

売
に

加
え

、
見

守
り

、
食

材
配

達
と

灯
油

配
達

、
貨

客
混

載
に

よ
る

移
動

サ
ー

ビ
ス

と
い
っ
た
複
合
サ
ー
ビ
ス
の
考
案
 

  

－
 

○
住
民
主
体
に
よ
る
商
店
、
Ｇ
Ｓ
の
運
営

等
を
誘
導
 

〇
住
民
主
体
と
す
る
に
は
、担

い
手

確
保

と
現

経
営

者
の

理
解
が
必
要
 

〇
多

様
な

補
助

事
業

等
を

活
用

し
た

持
続

的
運

営
体

制
の
構
築
が
必
要
 

②
行

政
区

域
を
超

え
た

移
動

支
援

施
策
の
構
築
 

○
行
政
区
域
を
超
え
た
タ
ク

シ
ー
移
動
は
、
市
町
事
業

に
よ

る
町

内
定

額
負

担
で
は
な
く
な
る
た
め
、
住

民
負
担
が
大
き
く
な
る
。
 

○
他

出
子

等
に

よ
る

定
期

サ
ポ
ー
ト
事
例
が
あ
る
。
 

○
自
分
で
運
転
で
き
ず
、
タ
ク

シ
ー

を
利

用
す

る
人

が
増

え
る
た
め
、タ

ク
シ
ー
台
数

や
運

転
手

で
は

対
応

で
き

な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。 

○
他

出
子

等
も

高
齢

に
な

り
サ

ポ
ー

ト
も

で
き

な
く

な
る
。
 

○
行
政
区
域
を
超
え
た
移
動
手
段
の
支
援
 〇

タ
ク
シ
ー
助
成
事
業
と
し
 

て
行
政
が
補
助
す
る
場
合
、

財
政
負
担
が
大
き
く
な
る
。 

（
１
）
①
イ
 

○
民
間
主
体
（
福
祉
事
業
者
等
の
事
業
多

角
化
も
含
む
。
）
若
し
く
は
住
民
主
体
、
 

又
は
両
者
の
連
携
に
よ
る
移
動
手
段
の

確
保
策
を
構
築
 

〇
住
民
主
体
と
す
る
に
は
、組

織
力

と
従

事
者

確
保

が
必

要
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  ４
 
空
間
管
理
 

 

 取
組
方
針
 
（
９
）
イ
ン
フ
ラ

※
維
持
コ
ス
ト
の
見
直
し
 

目
的
 

１
：
維
持

が
必

要
な
イ

ン
フ

ラ
の
絞

り
込

み
と
不

要
イ

ン
フ
ラ

の
整

理
 

２
：
必
要

な
イ

ン
フ
ラ

を
持

続
的
に

管
理

で
き
る

手
法

の
確
立
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

①
道

路
・

上
下
水

道
等

の
管

理
体

制
の
再
構
築
 

○
町
道
の
草
刈
り
な
ど
、
行
政
で

対
応

す
べ

き
事

業
の

一
部

を
地
域
住
民
に
委
託
し
、
対
応
し

て
い
る
場
合
が
あ
る
。
 

○
道

路
の

草
刈

り
に

お
い

て
は

住
民

の
高

齢
化

及
び

人
口

減
少
に
よ
り
、
一
人
一
人
の
負
担

が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。
 

○
上

下
水

道
の

管
や

施
設

の
更

新
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
 

○
草
刈
り
に
お
い
て
は
、地

域
住

民
に

よ
る

対
応

が
で

き
な

く
な
り
、
地
域
に
よ
っ
て
は
行
政

で
の

管
理

に
戻

す
こ

と
に

な
る
。
 

○
老

朽
化

に
伴

い
イ

ン
フ

ラ
施

設
の

更
新

費
用

が
掛

か
っ

て
く
る
。
 

○
地

域
で

の
対

応
が

で
き

な
く

な
っ
た
イ
ン
フ
ラ
管
理（

道
路

の
草
刈
り
や
水
道
）
に
つ
い
て

は
、
行
政
に
よ
る
管
理
へ
移
行
 

〇
行

政
の

財
政

負
担

が
大

き
く

な
る
。
 

－
 

○
保
守
、
点
検
の
必
要
が
な
い
部

品
へ
の
交
換
 

〇
初
期
投
資
費
用
が
か
か
る
。
 

○
管

理
の

必
要

が
な

い
状

態
に

す
る
た
め
の
手
法
の
構
築
 

 
例
え
ば
、道

路
の
草
刈
り
の

必
要

が
な

い
よ

う
に

張
り

コ
ン

ク
リ

ー
ト

施
工

を
行

う
な
ど
。
 

  

－
 

②
維

持
す

べ
き
イ

ン
フ

ラ
の

絞
り

込
み
 

○
人
が
住
ん
で
い
る
限
り
、
イ
ン

フ
ラ
（
道
路
・
水
道
等
）
の
維

持
が
必
要
に
な
る
。
 

○
現

状
と

同
等

の
イ

ン
フ

ラ
の

維
持
が
で
き
な
く
な
る
。
 

○
使

用
さ

れ
な

く
な

っ
た

イ
ン

フ
ラ
が
あ
る
こ
と
で
、
住
民
の

安
全

及
び

景
観

上
の

課
題

が
生
じ
る
。
 

○
廃
止
・
除
去
す
る
た
め
に
コ
ス

ト
が
か
か
る
。
 

○
限

ら
れ

た
人

材
や

財
源

に
お

い
て

も
イ

ン
フ

ラ
の

維
持

管
理

を
可

能
と

す
る

仕
組

み
の

構
築
 

－
 

（
10
）
④
 

③
低

利
用

イ
ン
フ

ラ
の

廃
止

・
除

却
の

推
進

（
支

援
）
 

○
人

が
住

ん
で

お
ら

ず
普

段
利

用
が
な
い
道
路
で
も
、
墓
参
り

や
所

有
山

林
の

管
理

な
ど

が
あ

れ
ば

年
に

数
回

利
用

さ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
 

○
財
政
面
か
ら
国
等
の
支
援
 

〇
国

等
か

ら
の

支
援

が
確

保
で

き
る
か
ど
う
か
不
明
 

（
10
）
④
 

④
①

～
③

の
進
展

に
よ

り
現

居
住

地
域

に
与

え
る

影
響
へ
の
対
応
 

○
公
共
イ
ン
フ
ラ
の
維
持
が
で
 

き
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
、

生
活
の
継
続
が
不
安
で
あ
る
。

○
管

理
が

行
き

届
い

て
い

な
い

イ
ン
フ
ラ
が
増
加
し
、
住
み
続

け
る

こ
と

が
困

難
な

居
住

地
が
増
え
る
。
 

○
イ
ン
フ
ラ
の
維
持
、
管
理
、
廃

止
、

除
却

に
対

す
る

新
た

な
ル
ー
ル
作
り
の
推
進
 

－
 

－
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 ４
 
空
間
管
理
 

 

 取
組
方
針
 
（
1
0
）
無
住
化
後
の
資
産
管
理
 

目
的
 

１
：
無
住

化
に

備
え
た

事
前

の
協
議

手
法

の
確
立
 

２
：
荒
廃

地
の

周
辺
域

へ
の

影
響
を

抑
制

す
る
た

め
の

管
理
手

法
の

確
立
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

①
無

住
化

が
予

想
さ

れ
る

地
域

へ
の

早
期

の
住

民
協
議
の
実
施
 

○
無

住
化

し
た

土
地

や
家

屋
の

所
有

者
は

、
周

辺
域

へ
迷

惑
を

か
け

て
し

ま
う

な
ど

の
課

題
意
識
は
持
ち
つ
つ
も
、特

に
対

策
に

つ
い

て
検

討
が

さ
れ

て
い
な
い
。
 

○
無

住
化

し
た

場
合

、
地

域
が

荒
廃

し
、

周
辺

域
へ

悪
影

響
が
で
る
。
 

○
地
区
・
集
落
の
中
で
、
管
理
が

必
要

な
エ

リ
ア

を
想

定
す

る
な
ど
、
無
住
化
に
な
る
前
に
話

合
い
を
行
う
仕
組
み
の
構
築
 

〇
話
合
い
を
円
滑
に
行
う
こ
と
を
サ

ポ
ー

ト
す

る
人

材
の

育
成

と
派

遣
体
制
を
誰
が
ど
う
構
築
す
る
か

検
討
が
必
要
で
あ
る
。
 

－
 

②
無

住
化

後
の

土
地

活
用

意
向

の
把
握
 

○
地

区
外

に
住

む
土

地
・

家
屋

等
の

所
有

者
と

地
区

・
集

落
の

住
民

と
の

つ
な

が
り

が
薄

れ
て
き
て
い
る
。
 

○
農
地
に
つ
い
て
は
、
農
業
委
員

会
に

よ
り

、
令

和
６

(2
02
4)

年
度

に
か

け
て

利
活

用
計

画
策
定
予
定
と
な
っ
て
い
る
。
 

○
土

地
や

家
屋

の
放

置
が

続
く

と
、
所
有
者
が
分
か
ら
な
く
な

り
、

所
有

者
不

明
と

な
る

可
能
性
が
あ
る
。
 

○
所

有
者

お
よ

び
相

続
予

定
者

に
対
し
て
、
今
後
の
活
用
に
つ

い
て

意
向

確
認

を
行

う
仕

組
み
の
構
築
 

〇
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
個
人
資
産

の
取

扱
い

が
可

能
な

専
門

家
の

サ
ポ
ー
ト
が
必
要
と
な
る
。
 

〇
専
門
家
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
を
行
う

際
の

人
材

及
び

資
金

を
誰

が
ど

の
よ
う
に
確
保
す
る
か
検
討
が
必

要
 

－
 

○
農

地
に

つ
い

て
国

の
枠

組
み

の
も

と
で

進
め

る
協

議
と

連
携

し
た

話
合

い
が

行
え

る
仕

組
み
の
構
築
 

〇
現

行
制

度
下

で
は

相
続

財
産

の
国

有
化

等
に

は
多

く
の

条
件

が
あ
り
、
対
応
で
き
な
い
農
地
に
つ

い
て
は
耕
作
放
棄
地

※
が
増
加
す

る
恐
れ
が
あ
る
。
 

③
地

権
者

等
と

の
協

議
に

よ
る

土
地

管
理

手
法

の
検
討
 

○
空
き
家
、
耕
作
放
棄
地
、
山
林

等
の

管
理

が
問

題
と

な
っ

て
き
て
い
る
。
 

○
一

部
集

落
で

は
、

空
き

家
等

の
周

辺
環

境
の

管
理

を
所

有
者
か
ら
請
け
負
い
、草

刈
り
等

を
行
っ
て
い
る
事
例
が
あ
る
。 

○
所

有
者

不
明

と
な

り
管

理
で

き
な
い
土
地
が
増
え
て
く
る
。 

○
集

落
で

管
理

の
請

け
負

い
を

継
続

的
に

実
施

で
き

な
く

な
る
可
能
性
が
あ
る
。
 

○
地

権
者

の
協

力
の

上
で

継
続

的
な

管
理

を
行

う
仕

組
み

の
構
築
 

〇
土

地
や

家
屋

は
個

人
資

産
の

た
め
、
地
権
者
の
協
力
が
必
要
 

〇
地

権
者

等
が

複
数

に
な

っ
て

お
り
、
協
議
に
時
間
が
か
か
る
可
能

性
が
あ
る
。
 

－
 

○
国

の
制

度
改

正
等

を
踏

ま
え

て
、

持
続

可
能

な
仕

組
み

の
構
築
 

－
 

④
残

存
イ

ン
フ

ラ
※
の

管
理

水
準

の
検
討
 

○
人

が
常

に
居

住
し

て
い

な
く

て
も

、
家

屋
や

お
墓

が
あ

れ
ば
、年

に
数
回
で
も
そ
こ
へ
行

く
た

め
に

道
路

が
利

用
さ

れ
る
。
 

○
公

共
イ

ン
フ

ラ
に

お
い

て
は

人
が

一
時

的
に

で
も

利
用

す
る

以
上

、
維

持
管

理
を

し
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
財
政
負
担
が

必
要
に
な
っ
て
く
る
。
 

○
行
政
と
し
て
、
地
区
・
集
落
と

話
し

合
い

な
が

ら
最

低
限

必
要

な
イ

ン
フ

ラ
機

能
に

つ
い

て
、
取
捨
選
択
を
し
て
い
く
仕

組
み
の
構
築
 

〇
話
合
い
を
円
滑
に
行
う
こ
と
を
サ

ポ
ー

ト
す

る
人

材
の

育
成

と
派

遣
体
制
を
誰
が
ど
う
構
築
す
る
か

検
討
が
必
要
で
あ
る
。
 

（
９
）
②
、
③
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 ５
 
取
組
の
推
進
体
制
 

 

 取
組
方
針
 
（
1
1
）
地
区
・
集
落
の
将
来
見
通
し
に
応
じ
た
対
応
 

目
的
 

１
：
地
区

・
集

落
が
将

来
見

通
し
を

立
て

る
た
め

に
必

要
な
情

報
の

収
集
・

整
理

及
び
提

供
 

２
：
地
区

・
集

落
が
自

ら
将

来
見
通

し
を

検
討
す

る
た

め
の
支

援
策

の
検
討
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

①
地

区
・

集
落
の

実
態

と
意

向
を

踏
ま

え
た

将
来

見
通

し
の

検
討
・
共
有
 

○
取
組
方
針
（
6）

①
に
記
述
し

た
よ
う
に
、
地
区
・
集
落
の
規

模
に
か
か
わ
ら
ず
、担

い
手
不

足
と
相
ま
っ
た
、
地
域
活
動
の

負
担

感
の

高
ま

り
と

将
来

に
対
す
る
不
安
感
が
あ
る
。
 

○
こ
れ
ま
で
地
区
・
集
落
で
行
っ
 

て
き
た
、
草
刈
り
、
農
業
施
設
管

理
、水

道
管
理
な
ど
の
活
動
が
困

難
と
な
っ
て
き
て
お
り
、こ

う
し

た
状
況
の
さ
ら
な
ら
加
速
が
見

込
ま
れ
る
。
 

○
担

い
手

不
足

等
に

よ
る

閉
塞

感
が
、
今
後
の
対
応
に
係
る
思

考
停
止
を
招
き
、
あ
き
ら
め
感

の
み

が
蔓

延
す

る
状

態
に

な
り
か
ね
な
い
。
 

○
移
住
者
や
Ｕ
タ
ー
ン

※
に
よ
っ

て
、

不
安

感
の

軽
減

に
つ

な
が

っ
て

い
る

事
例

も
見

受
け

ら
れ
る
も
の
の
、
地
区
・
集
落

で
担

っ
て

き
た

活
動

す
べ

て
を
、
託
し
て
い
く
こ
と
に
は
、

一
定
の
限
界
が
想
定
さ
れ
る
。 

○
地
区
・
集
落
の
置
か
れ
た
状
況

を
、住

民
自
ら
が
客
観
的
に
把

握
す
る
た
め
の
目
安
の
検
討
 

〇
提
示
す
る
目
安
は
、
不
安
感
の
助

長
だ
け
に
留
め
な
い
た
め
の
、説

得
力
を
伴
う
も
の
と
す
る
必
要
 

（
５
）
①
 

○
地
区
・
集
落
が
縮
小
し
た
場
合

に
生
じ
る
、
住
民
自
治
組
織

※

の
活

動
と

暮
ら

し
を

支
え

る
機

能
に

対
し

て
想

定
さ

れ
る

影
響
の
提
示
 

〇
提

示
情

報
は

、
住

民
自

治
組

織
の
役
員
の
み
で
な
く
、
住
民
に
広

く
共
有
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
 

○
住

民
の

営
み

の
中

で
継

承
さ

れ
て
き
た
資
産
、
暮
ら
し
の
知

恵
、
伝
統
文
化
な
ど
、
後
世
に

引
き

継
ぎ

た
い

も
の

の
一

定
の
仕
分
け
 

○
無

住
化

懸
念

が
広

が
る

前
に

早
急

に
関

係
主

体
が

議
論

で
き

る
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
 

〇
納

得
性

を
伴

う
線

引
き

と
引

き
継
ぐ
手
法
の
考
案
 

②
地

区
・

集
落
の

将
来

見
通

し
の

段
階

に
応

じ
た

対
策
の
検
討
 

○
地

区
・

集
落

の
将

来
見

通
し

は
、
単
に
世
帯
規
模
だ
け
で
は

な
く
、
他
の
状
況
を
含
め
た
複

合
的

な
条

件
に

よ
っ

て
導

き
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
 

○
住

民
自

治
組

織
の

活
動

に
、

当
事
者
意
識
を
有
し
な
い
、
又

は
有

す
る

こ
と

が
困

難
な

状
況
に
あ
る
住
民
が
多
い
と
、よ

り
地

域
の

衰
退

を
早

め
る

こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
 

○
住

民
の

力
の

結
集

に
つ

な
が

ら
な
い
原
因
の
探
索
と
、
結
集

さ
せ

る
た

め
の

市
町

に
よ

る
場
づ
く
り
 

○
住

民
と

行
政

の
仲

立
ち

を
す

る
専

門
的

な
知

見
を

有
す

る
人

材
の
確
保
が
必
要
 

（
12
）
③
 

○
対
応
検
討
を
優
先
す
る
地
区
・

集
落

の
見

極
め

と
住

民
の

意
向
確
認
 

〇
意

向
確

認
を

踏
ま

え
た

迅
速

な
対
策
実
行
の
仕
組
み
づ
く
り
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 ５
 
取
組
の
推
進
体
制
 

 

 取
組
方
針
 
（
1
2
）
取
組
を
進
め
る
体
制
の
組
織
化
と
国
民
的
理
解
の
促
進
（
そ
の
１
）
 

目
的
 

１
：
新
た

な
地

域
運
営

の
主

体
と
し

て
の

民
間
事

業
者

の
参
入

支
援
 

２
：
活
用

可
能

な
人
材

確
保

・
供
給

の
制

度
を
活

用
し

た
担
い

手
づ

く
り
 

３
：
住
民

自
治

組
織

※
の
機

能
の
再

構
築

や
選
択

を
サ

ポ
ー
ト

す
る

組
織
の

確
立
 

４
：
中
山

間
地

域
の
価

値
の

再
認
識

と
多

く
の
人

と
地

区
・
集

落
の

関
り
し

ろ
の

拡
大
 

 
取
組
項
目
 

中
山
間
地
域
の
現
状
 

考
え
ら
れ
る
将
来
リ
ス
ク
等
 

具
体
的
な
取
組
内
容
 

具
体
化
に
向
け
た
留
意
点
 

関
連
す
る
取
組
項
目
番
号
 

①
生

活
機

能
を
提

供
す
る
民
間
主

体
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
組
織
の
構

築
（

事
業

承
継
、
複
業
化
支

援
、
資
金
調
達

な
ど
）
 

○
民
間
主
体
の
サ
ー
ビ
ス
は
、旧

町
村

や
地

区
の

状
況

に
応

じ
て
、
事
業
縮
小
や
撤
退
な
ど
が

避
け

て
は

通
れ

な
い

状
況

に
あ
る
。
 

○
配

食
サ

ー
ビ

ス
が

高
齢

者
の

命
を

守
る

こ
と

に
つ

な
が

っ
た
事
例
が
あ
る
。
 

○
経

済
効

率
の

み
に

力
点

を
置

い
た
取
組
は
、
早
晩
、
限
界
点

を
迎

え
ざ

る
を

え
な

い
と

見
込
ま
れ
る
。
 

○
多

業
若

し
く

は
生

活
サ

ー
ビ

ス
の

複
合

化
を

念
頭

に
置

き
つ
つ
、
既
存
経
済
活
動
主
体
の

み
な
ら
ず
、
福
祉
事
業
者
等
や

住
民

自
治

組
織

と
の

連
携

構
築
に
基
づ
く
、地

区
に
と
っ
て

新
た

な
サ

ー
ビ

ス
提

供
体

制
の
構
築
（
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す

る
地
域
運
営
組
織

※
を
視
野
）
 

－
 

（
１
）
②
 

（
８
）
①
 

○
上
記
を
目
指
す
た
め
の
、
シ
ン

ク
タ

ン
ク

的
役

割
を

果
た

す
機

能
を

有
す

る
組

織
体

の
設

立
 

－
 

②
中

山
間

地
域
に

新
た

な
人

材
を

供
給

す
る

仕
組

み
づ

く
り

（
地

域
お

こ
し

協
力

隊
※
、

集
落

支
援

員
※
、

関
係

人
口

※
、
Ｕ
Ｉ
Ｊ

タ
ー
ン

※
な
ど
） 

○
国

の
制

度
を

活
用

し
た

地
域

お
こ

し
協

力
隊

の
地

域
へ

の
定
着
率
は
７
割
を
超
え
、集

落
支
援
員
は
、平

時
の
見
守
り
な

ど
に
も
従
事
し
て
い
る
。
 

○
他
県
で
は
、関

係
人
口
に
よ
る

担
い

手
不

足
へ

の
対

応
が

進
ん
で
い
る
事
例
が
あ
る
。
 

○
人
材
受
け
入
れ
に
係
る
地
区
･ 

集
落

の
継

続
的

な
受

入
意

思
が
あ
り
、
か
つ
、
人
材
に
対
す

る
敬

意
が

伴
わ

な
い

と
持

続
可

能
と

は
な

ら
な

い
懸

念
が

あ
る
。
 

○
若
者
人
口
の
減
少
に
伴
う
、協

力
隊
員
へ
の
志
願
者
不
足
 

○
ど
う
い
っ
た
場
合
に
、ど

の
よ

う
な

任
務

に
携

わ
る

人
材

を
獲
得
し
、地

区
や
集
落
に
供
給

さ
れ
る
こ
と
が
必
要
か
、
住
民

自
治

組
織

と
市

町
と

の
間

で
検
討
・
整
理
 

〇
他

出
子

を
人

材
候

補
と

し
て

捉
え
る
か
ど
う
か
は
要
検
討
事
項
 
（
５
）
③
、
④
 

○
単

に
担

い
手

不
足

へ
の

対
応

に
留
ま
ら
な
い
、
外
部
の
人
材

等
に

期
待

す
る

ミ
ッ

シ
ョ

ン
の
明
確
化
 

－
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 ５
 
取
組
の
推
進
体
制
 

 

 取
組
方
針
 
（
1
2
）
取
組
を
進
め
る
体
制
の
組
織
化
と
国
民
的
理
解
の
促
進
（
そ
の
２
）
 

目
的
 

１
：
新
た

な
地

域
運
営

の
主

体
と
し

て
の

民
間
事

業
者

の
参
入

支
援
 

２
：
活
用
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第４章 本検討会議の開催経過 

これまで、本検討会議においては、以下に掲げるとおり、準備会において検討を進める

ための与件情報の共有及び、共通認識すべき重要事項の確認を行って以降、報道機関公開

の下、会議を開催し、意見交換を重ねるとともに、個別の検討テーマについては、当該

テーマに関する専門的な知見を有する構成員の助言等を得ながら検討を進めた。 

 

【資料編】 図表4-1 検討会議の開催経過 

回 開催日 協議内容 

準備会 

令和５ 
(2023)年 
５月12日 
（金） 

（１）検討会議の設置に向けて 

（２）中山間地域における現状とこれまでの取組状況の報告 

（３）意見交換 

第１回 

令和５ 
(2023)年 
６月２日 
（金） 

（１）座長の選出 

（２）意見交換 

①中山間地域の現状とこれまでの取組等 

②検討課題とこれまでの実態調査 

③集落対策の基本戦略(案）と施策検討のポイント等 

④協力２町における調査項目及び先行調査の進め方の確認  

 など 

第２回 

令和５ 
(2023)年 
８月７日 

（月） 

（１）協力２町における先行調査状況の報告 

（２）意見交換 

①集落対策の基本戦略（案）と施策検討のポイント等 

②地区の将来像に応じた対策の在り方 

③中間整理に盛り込む事項 など 

第３回 

令和５ 
(2023)年 
10月４日 

（水） 

（１）意見交換 

①中間整理（案） 

②今後の検討の進め方 など 

第４回 

令和５ 
(2023)年 
12月１日 

(金) 

（１）中間整理に関する報告 

（２）協力２町における調査結果の報告 

（３）意見交換 

①最終取りまとめの目次構成 

②最終取りまとめに向けた整理事項 など 

第５回 

令和６ 

(2024)年 

２月５日 

(月) 

（１）意見交換 

①最終取りまとめ（案） など 
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第５章 用語解説 

 

用語 解説 掲載ページ 

あ行 

アーカイブ 
古い記録・国や地方公共団体の各機関が作成する公
文書を保存するための記録保管所。 

29 

アドバイザリー
ボード 

課題に対する助言や意見交換を行うことを目的に設
置された顧問委員会。 

36 

イニシャルコス
ト 

初期費用。新しく事業を始めたり、新装備や新設備
を導入したり、建物を新設する時など、稼働するま
での間に必要になる費用。 

資29 

インフラ 
特定の人のものではなく、全ての住民の生活を支え
る基盤として適切な維持、円滑な運営が求められる
ものの総称。 

17、 24、 29、資 6、
資16、資20、資23、
資24、資35、資36 

ウェアラブル 
「着用できる、身に着けられる」の意味。ウェアラ
ブル端末は主に服や腕に身につけて利用する情報端
末のこと。 

資26 

か行 

カーボンニュー
トラル 

二酸化炭素をはじめとする温室効果ガスの排出量と
吸収量を均衡させること。 

1 

外部不経済 
市場でおこなわれている経済活動とは別の場所で何
らかの不利益が発生し、個人や法人に悪影響を与え
ること。 

20、28 

過疎債 

過疎地域に認定された市町村が発行する地方債。過
疎地域持続的発展支援特別措置法（過疎法）による
財政上の優遇措置の一つで、学校や地場産業の振興
施設、観光施設など、公共施設の整備費として起債
が認められている。 

17 

過疎法 

過疎地域の各種対策のための特別措置法。人口の著
しい減少に伴って地域社会における活力が低下し、
生産機能及び生活環境の整備等が他の地域に比較し
て低位にある地域の自立促進を図り、住民福祉の向
上、雇用の増大、地域格差の是正及び美しく風格あ
る国土の形成に寄与することを目的としている。 

過疎地域対策緊急措置法： 
昭和 45(1970)～ 54(1979)年度の期間を対象
に制定された第１次過疎法 

過疎地域振興特別措置法： 
昭和55(1980)～平成元(1989)年度の期間を対
象に制定された第２次過疎法 

過疎地域活性化特別措置法： 
平成２(1990)～11(1999)年度の期間を対象に
制定された第３次過疎法 

過疎地域自立促進特別措置法： 
平成12(2000)～令和２(2020)年度の期間を対
象に制定された第４次過疎法 

過疎地域持続的発展支援特別措置法： 
令和３(2021)～令和12(2030)年度の期間を対
象に制定された第５次過疎法 

4、5、資4 

関係人口 
移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流
人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる
人々のこと。 

16、 24、 32、 34、
資10、資18、資19、
資31、資38 

キャッシュレス
決済 

現金 (キャッシュ )を使わずにクレジットカードやデ
ビッドカード、電子マネー (交通系、流通系 )、ス
マートフォン専用アプリのＱＲ/バーコードなどを用
いて決済すること。 

資14 
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用語 解説 掲載ページ 

か行 

挙家離村 世帯員全員が永久的に村外に移住し、離村すること。 資2 

クラウドファン
ディング 

群衆（ crowd）と資金調達（ funding）を組合せた造
語。取り組みたい活動、企画、アイデアを持つ人が、イ
ンターネットにプロジェクト内容を掲載し、活動への想
いを社会に呼びかけ、広く支援者から資金をはじめとす
る支援を集める仕組みのこと。 

32 

後期高齢者 75歳以上の人。 15、34 

耕作放棄地 
所有されている農地のうち、過去1年以上作付けされて
おらず、この数年の間に再び作付けする考えのないも
の。 

12 、 15 、 19 、
28、資8、資36 

交通空白地有償
運送事業 

バス、タクシー等が運行されていない、過疎地域等にお
いて、住民の日常生活における移動手段を確保するた
め、国土交通大臣又は権限移譲を受けた地方公共団体の
長の登録を受けた市町村、ＮＰＯ等が自家用自動車を使
用して有償で運送する仕組み。 

資23 

高度情報化 
情報産業が高度に発達し、誰もがいつでもどこでも情報
を知れる状態のこと。 

資4 

交流人口 
観光、通勤、通学、通院、買い物など経済活動、余暇活
動、日常生活を行うことを目的に、県外から訪れる (交
流する) 人口のこと。 

16 

高齢化率 65歳以上の人口が総人口に占める割合。 5、資6 

高齢者サロン 

地域の高齢者の方などが公共施設等の身近な交流の場
で、健康増進などに関する情報交換、交流などを行い、
地域でいつまでもいきいきと住み続けられるよう、地域
の皆さんが運営するサロン。 

14、15、27、 
資9、資16 

コ ミ ュ ニ テ ィ
ナース 

医療従事者が日常から地域との関わりを通じて、地域の
方々の健康の維持・管理を行う取組であり、疾病等を早
期に発見・予防することで医療・介護の費用の削減に寄
与することが期待される。 

資26 

さ行 

再生可能エネル
ギー 

エネルギー源として永続的に利用することができる再生
可能エネルギー源を利用することにより生じるエネル
ギーの総称。具体的には、太陽光、風力、水力、地熱、
太陽熱、バイオマスなどをエネルギー源として利用する
ことを指す。 

1、資24 

里海 
人が様々な海の恵みを得ながら生活するなど、人の暮ら
しと深い関わりを持ち、人手が加わることにより生物生
産性と生物多様性が高くなった沿岸地域。 

1、2、6 

里山 

集落、農地、それらを取り巻く二次林、人口林、採草
地、竹林、ため池などがモザイク状に組み合わさって形
成され、人が適度に利用することで、豊かな自然が形
成・維持されてきた地域。里地里山。 

1、2、6、資20 

自助・共助・公
助 

住民と地域社会、行政の役割分担に関する考え方。 
自助：自分の責任で、自分自身やその家族等により行

うこと。 
共助：自分だけでは解決や行うことが困難なことにつ

いて、地域が協力して行うこと。 
公助：個人や地域など、民間の力では解決できないこ

とについて、行政（公的機関）が行ったり、支
援すること。 

9、13、16、19、
22、 24、資 23、
資27、資28、 
資29、資30、 
資32 

市町村振興基金 
行政水準の向上を目的として市町及び一部事務組合が実
施する公共施設の整備事業費等に対し必要な資金を貸し
付けるための基金。 

資3 
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用語 解説 掲載ページ 

さ行 

社会福祉協議会 

市民と同じ視点から、きめ細かい地域福祉活動を目
指し、誰もが安心して楽しく暮らせる人にやさしい
まちづくりのために、地域住民や、ボランティア福
祉団体、保健関連の方、行政機関の協力を得なが
ら、地域福祉推進を行う民間の社会福祉団体。 

15、資9、資16、 
資28、資29 

住民自治組織 

一定の範囲に居住する人で組織、運営される地域づ
くり等を担う組織。集落、町内会・自治会などの小
さな範囲を対象とするものから、市町村の範囲を対
象とするものまで様々な形態がある。なお、地域運
営組織も広義の住民自治組織に分類される。 

7、 8、 9、 13、 14、
15、 16、 17、 20、
22、 23、 25、 32、
33、 34、 35、 37、
資5、資6、資9、 
資10、資11、資16、
資17、資21、資22、
資23、資24、資25、
資27、資28、資29、
資31、資32、資33、
資37、資38、資39 

集落支援員 

総務省の集落対策の制度であり、地方自治体からの
委嘱により、市町村職員と連携し、集落への「目配
り」として集落の巡回、状況把握等、集落の共同作
業の手伝い、困りごと相談など幅広い分野で支援を
行う人材のこと。 

13、 15、 32、資 6、
資9、資28、資31、 
資38 

小地域 
地区・集落を構成する地域単位で、班、組等の様々
な呼称で呼ばれるもの。近隣住民による住民自治が
行われる最小単位。 

15、16 

スケールメリッ
ト 

規模が大きくなることによって得られる利点。特に
経済で、経営規模が大きいほど生産性や経済効率が
向上することをいう。 

資29 

ス テ ー ク ホ ル
ダー 

組織が行う活動によって直接的または間接的な影響
を受ける利害関係者。 

28 

セーフティネッ
ト 

社会的弱者に対して、最低限度の生活が出来るよう
にする生活保護等の施策や仕組みの総称。 

24、資28、資29、 
資30 

脊梁部 
地域の背骨に相当するような大山脈で、分水界とな
るもの。 

資1 

ゾーニング 
対象地域をいくつかの地域や地区に分割、区分する
こと。 

28 

た行 

団塊の世代 
昭和22（1947）年から昭和24（1949）年までの３年
間にわたる、第一次ベビーブームに出生した世代。 

はじめに、1、22、 
34 

地域おこし協力
隊 

総務省の制度であり、都市地域から過疎地域等の条
件不利地域に住民票を異動し、地域ブランドや地場
産品の開発・販売・ＰＲ等の地域おこし支援や、農
林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活
動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る
取組のこと。これにより、定住・定着を図ること
で、地域力の維持・強化を図っている。 

13、32、資18、 
資31、資38 

地域運営組織 

地域の暮らしを守るため、地域で暮らす人々が中心
となって形成され、地域内の様々な関係主体が参加
する協議組織が定めた地域経営の指針に基づき、地
域課題の解決に向けた取組を持続的に実践する組織
のこと。 

8，9，17，25、 
34、資22、資25、 
資28、資29、資32、 
資33、資38、 

地域食堂 

子供や、高齢者、生活困窮者など多様な世代や立場
の人を対象に安価な食事を提供する食堂のこと。地
域の人が集い、つながる居場所としての役割を担
う。 

17、27、資16 

地域通貨 一定地域で通用する擬似的な通貨のこと。 資14 

地方分権一括法 
地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進
を図るための関係法律の整備に関する法律。 

資5 
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用語 解説 掲載ページ 

た行 

デジタルデバイ
ド 

インターネットやパソコン等の情報通信技術を利用でき
る者と利用できない者との間に生じる格差のこと。 

資26 

デマンド交通 
予約型の運行形態の乗合輸送サービス。利用者に応じて
運行する時刻や経路が変わる。 

資23 

デマンドバス 
利用者の予約により、エリア内を運行する予約制のバス
のこと。 

14 

投資的経費 
公共事業や公共・公用施設の建設など将来に残るもの
（社会資本の形成）に支出される経費。普通建設事業費
と災害復旧事業費が含まれる。 

17、18 

独居高齢者 一人暮らしの高齢者。 13 

ドローン 
無人であり、遠隔操作または自動操縦で飛行できる200g
以上の重量の機体で、一般的にはプロペラが４つ以上付
いたマルチコプターのこと。 

資25 

な行 

農業集落 

市町村の区域の一部において、農作業や農業用水の利用
を中心に、家と家とが地縁的、血縁的に結び付いた社会
生活の基礎的な地域単位のこと。農業水利施設の維持管
理、農機具等の利用、農産物の共同出荷等の農業生産面
ばかりでなく、集落共同施設の利用、冠婚葬祭、その他
生活面に及ぶ密接な結び付きの下、様々な慣習が形成さ
れており、自治及び行政の単位としても機能している。 

8、10、20、 
資6、資７ 

は行 

ハザードマップ 

津波や地震、土砂災害などで、浸水などの被害が想定さ
れる区域や避難する場所などがひとめで分かるように表
示した地図（防災マップ）のこと。市町ごとに作成され
ている。 

28 

伴走型支援 
課題を抱える地域や団体等を対象に地域づくりに精通し
た専門家を派遣し、一定期間、地域活動に対する様々な
助言を提供すること。 

33 

備後地区工業整
備特別地域 

広島県南東部から岡山県南西部にかけて広がる工業地
域 。 工 業 の 発 展 を 促 進 す る こ と を 目 指 し て 、 昭 和
38(1963)年指定を受け、昭和 41(1966)年には世界最大
級の規模を誇る製鉄所が福山市に進出した。制度は平成
13(2001)年廃止された。 

資2 

フ ァ シ リ テ ー
ター 

協議等の場において、中立な立場を守りつつ、参加者の
心の動きや状況を見ながら進行していく人。 

34 

扶助費 
生活保護法、児童福祉法、老人福祉法、身体障害者福祉
法、知的障害者福祉法などの法令に基づいて支出する経
費。 

17、18 

普通建設事業費 
道路、橋梁、公園、農業関係等の公共事業、学校、庁舎
など公共・公用施設等の建設、用地取得等に使用される
経費。 

17 

平成の大合併 
平成11(1999)年から約 10年間にわたり、基礎自治体の
行財政基盤確立のため、政府主導で全国的に行われた市
町村合併。 

9，13，16、 
資4、資5 

ま行 

未病 
自覚症状はないが検査では異常がある状態や、検査を受
けても異常が見つからず病気と診断されないが、健康と
もいえない状態。 

資26 

民生委員 

民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱される民間の
奉仕者。社会福祉増進のため、地域住民の生活状況の把
握や、援助を必要とする人が福祉サービスを適切に利用
できるよう必要な情報提供、関係機関への連絡などの支
援を行う。 

15、資 9、資 16、
資27、資28、 
資29 
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ら行 

ライドシェア 
タクシーの営業資格を持たない一般ドライバーが自家用
車を使って有料で客を運ぶこと。 

資12、資23 

ランニングコス
ト 

維持・管理費。建物の改修費や光熱費など。 資29 

リソース 資源のこと。 
25，資22、 
資25、資28， 
資33 

隆起準平原 
地殻運動によって隆起した準平原（地表が長期にわたる
侵食作用を受けて起伏が小さくなり、海面の高さ付近ま
で低下した、ほとんど平らな地形）のこと。 

資1 

数字・アルファベット 

３セク 
第三セクター（政府または地方公共団体 (第一セクター)
が民間企業(第二セクター)と共同出資して行う事業組織
体(法人)）の略称。 

資20 

ＤＸ 

Digital Transformation（デジタルトランスフォー
メーション）の略語。環境の激しい変化に対応し、デー
タとデジタル技術を活⽤して、社会のニーズを基に、製
品やサービス、ビジネスモデルを変⾰するとともに、事
業そのものや、組織、プロセス、組織⽂化・⾵⼟を変⾰
し、競争上の優位性を確⽴すること。 

はじめに、30 

ＩＣＴ 
Information and Communication Technology の略
語。情報通信技術のこと。 

24、資25、 
資26、資28 

ＳＤＧｓ 

Sustainable Development Goals：持続可能な開発目
標のこと。2030年までに持続可能でよりよい世界を目指
す国際目標で、「誰一人取り残さない」という理念のも
と、「世界の貧困をなくす」「持続可能な世界を実現す
る」ことなど、17のゴール・169のターゲットから構成
される。 

2 

ＵＩＪターン 

大都市圏の居住者が地方に移住する動きの総称のこと。 
Ｕターン：地方からどこか別の地域へ移り住み、その

後また元の地方へ戻り住むこと。 
Ｉターン：生まれ育った地域（主に大都市）からどこ

か別の地方へ移り住むこと。 
Ｊターン：地方からどこか別の地域（主に大都市）に

移り住み、その後生まれ育った地方近くの
（大都市よりも規模の小さい）地方大都市
圏や、中規模な都市へ戻り住むこと。 

16、資17、 
資18、資37、 
資38 

 



 

 

 

 


